
 

射水市教育委員会２月定例会次第 

 

 

日　時　令和８年２月１９日（木） 

　　　　　午前１０時～ 

場　所　本庁舎２０２会議室 

 

 

１　会議録の承認　 

 

２　事務局報告 

（１）令和８年３月射水市議会定例会会期日程（案）について　　　　　　 資料１ 

（２）令和８年３月一般会計補正予算（案）について　　　               資料２ 

 

３　各課等の連絡事項及び報告事項 

（１）令和８年度予算（案）概要　（学校教育課、生涯学習・スポーツ課） 資料３ 

（２）射水市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について　　　　　

（学校教育課） 資料４ 

（３）下村小学校の今後の在り方に関するアンケート調査について 

（学校教育課） 資料５ 

（４）令和７年度卒業（園）式及び令和８年度入学（園）式について 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校教育課） 資料６ 

（５）令和７年度末教員異動方針について　　　　　　　　（学校教育課） 資料７ 

（６）海竜スポーツランドサウンディング型市場調査の結果について 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生涯学習・スポーツ課） 資料８ 

（７）第３回地域おこし協力隊フェスティバル　（生涯学習・スポーツ課） 資料９ 

（８）教育委員会行事予定　　　                                       資料 10 

 

４　その他 

　　 

 

 

※　次回教育委員会の開催日時について  

３月２５日（水）　午後２時から　定例会　市庁舎３０４会議室
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射水市教育委員会１月臨時会会議録（案） 

 

Ⅰ　開会日時　令和８年１月２０日（火）　　開会　午後１時３０分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉会　午後１時３７分 

Ⅱ　会議場所　市役所４階　４０１会議室 

 

Ⅲ　出席委員 

　　金谷教育長、眞岸委員、宮原委員、成田委員、二川委員 

　　　 

Ⅳ　会議事件説明員 

作道事務局長、星野事務局次長（生涯学習・スポーツ課長）、小谷内事務局次長、佐藤　　　

学校教育課長、廉教育センター長、川渕学校教育課長補佐、金三津生涯学習・スポー

ツ課長補佐、中林学校教育課副主幹、鷲塚学校教育課総務企画係長 

 

Ⅴ　傍聴人数　なし 

 

Ⅵ　会議の要旨 

　　午後１時３０分、教育長が開会を宣した。 

 
１　議　案 
 
（１） 議案第１号　教育委員の席次について 

 
　　学校教育課長が、資料１に基づき説明した。 

 
２　議　事 
 
（１）教育委員の席次について 

 
会議規則第２条に基づき、席次を決めるくじ引きを行った。 
 
その結果、席次は、１番席に眞岸委員、２番席に成田委員、３番席に二川委員、 
 
４番席に宮原委員が決まる。 

 
 
午後１時０７分、議事が終了したので教育長が閉会を宣した。
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射水市教育委員会１月定例会会議録（案） 

 

Ⅰ　開会日時　令和８年１月２０日（火）　  開会　午後１時４０分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉会　午後２時０５分 

 

Ⅱ　会議場所　市庁舎４０１ 

 

Ⅲ　出席委員 

　　金谷教育長、眞岸委員、宮原委員、成田委員、二川委員 

　　　 

Ⅳ　会議事件説明員 

作道事務局長、星野事務局次長（生涯学習・スポーツ課長）、小谷内事務局次長 

佐藤学校教育課長、廉教育センター所長、川渕学校教育課長補佐、 

金三津生涯学習・スポーツ課長補佐、中林学校教育課副主幹、 

鷲塚学校教育課総務企画係長 

 

Ⅴ　傍聴人数　なし 

 

Ⅵ　会議の要旨 

　　午後１時４０分、教育長が開会を宣した。 

 

１　会議録の承認 

　　　承認された。 

 

２　各課等の連絡事項及び報告事項 
（１）令和７年度いみず夢づくり授業実施概要について 

　　　学校教育課長が、資料１に基づき説明した。 

（２）令和７年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師一覧表 
　　　学校教育課長が、資料２に基づき説明した。 
（３）教育委員会行事予定 
　　　学校教育課総務企画係長が資料３に基づき説明した。 
 
３　議　事　 

（１）資料２：令和７年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師一覧表 

　　［委　員］　新湊放生津小学校の学校医の医院が移転したが、引き続き新湊放生津

小学校の学校医を継続できるか。 
　　［事務局］　現在、医師会に令和８年度の医師の推薦を依頼中である。 

　（２）その他：学校給食費について 

　　［委　員］　学校給食費の無償化について、保護者への説明はどのように行うか。 
　　［事務局］　学校給食費の無償化については、現在、協議中である。決まり次第、

学校に連絡する。 
（３）その他：子どものこころ外来について 
　　［委　員］　予約が取りにくいと聞いている。円滑にできないか。 
　　［事務局］　１件の相談事案が長期間に渡るため、新規の予約が取りにくくなって

いる。情報を収集する。 
 

 

　午後２時０５分、議事等が終了したので教育長が閉会を宣した。



令和８年３月射水市議会定例会会期日程（案） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会期２１日間 

 
※　招集告示　　２月２０日（金）午前１０時　　　　議会運営委員会 

午後　１時３０分　全員協議会（議案説明） 

発言通告締切日　代表質問　　　　３月　２日（月）午後１時 

一般質問　　　　３月　３日（火）午後１時 

予算特別委員会　３月１３日（金）午後１時

 

２月２７日(金)
午前１０時 本会議

日程第１　会議録署名議員の指名 

日程第２　会期の決定 

日程第３　市長の提案理由の説明

 本会議終了後 全員協議会（報告事項説明）

 ２月２８日(土) 休　　会

 ３月　１日(日) 休　　会

 ３月　２日(月) 議案調査日

 ３月　３日(火) 議案調査日

 ３月　４日(水) 議案調査日

 
３月　５日(木) 午前１０時 本会議

日程第１　議案質疑 

日程第２　代表質問

 ３月　６日(金) 午前１０時 本会議 日程第１　一般質問

 ３月　７日(土) 休　　会

 ３月　８日(日) 休　　会

 

３月　９日(月)
午前１０時 本会議

日程第１　一般質問（予備日） 

日程第２　予算特別委員会の設置及び議案の付託 

日程第３　各議案の委員会付託

 本会議終了後 委員会 予算特別委員会（説明）

 ３月１０日(火) 午前１０時 委員会 総務文教常任委員会

 ３月１１日(水) 午前１０時 委員会 民生病院常任委員会

 ３月１２日(木) 午前１０時 委員会 産業建設常任委員会

 ３月１３日(金) 議案調査日

 ３月１４日(土) 休　　会

 ３月１５日(日) 休　　会

 ３月１６日(月) 議案調査日

 ３月１７日(火) 午前１０時 委員会 予算特別委員会

 ３月１８日(水) 午前１０時 委員会 予算特別委員会

 

３月１９日(木) 午後２時 本会議

日程第１　委員長報告、質疑、討論、採決 

日程第２　議会運営委員会及び各常任委員会の 

閉会中の継続審査

i099026
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令和８年３月一般会計補正予算（案）説明書（教育委員会関係） 
 

１　歳入の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 
２　歳出の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 補正区分 補正額 補正額の主な内訳
  

15 款　国庫支出金 

 

 

 

 

 

16 款　県支出金 

 

 

18 款　寄附金 

 

22 款　市債 

 

 

 

 

 

502,499 

 

   　 

  

 

 

△7,168 

 

 

1,100 

 

2,559,700 

 

 

 

　 　 

・子ども・子育て支援交付金 

　（放課後児童健全育成事業） 

・学校施設環境改善交付金 

・公立社会教育施設災害復旧費補助金 

　（フットボールセンター） 

 

・放課後児童健全育成事業費等補助金 

・公立学校情報機器整備事業費補助金 

 

・小学校事業寄附金 

 

・統合小学校整備事業債 

・堀岡小学校整備事業債 

・中学校整備事業債 

・公共施設災害復旧事業債 

　（フットボールセンター） 

 計 　3,056,131

 補正区分 補正額 補正額の主な内訳
  

3 款　民生費 
放課後児童健全育成事業費 

 
10 款　教育費 

学校図書館活動推進費 
 

学校管理費（小） 
 

教育振興運営費（小）（中） 
 
 

 
就学援助費（小）（中） 

 

新湊放生津小学校整備費 

 

 

△18,000 

 

 

100 

1,000 

 

△21,850 

 

 

 

△20,000 

 

2,524,278

 

 

・放課後児童クラブ運営委託料 

 

 
・図書購入費（指定寄附：堀岡小学校） 

 

・備品購入費（指定寄附：塚原小学校） 

 

・学習系ネットワーク変更業務委託 

・学習専用端末更新事業 

・教師用教科書・指導書 

 

・就学援助費 

 

・新湊放生津小学校（旧新湊小学校）改修工事

i099026
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 補正区分 補正額 補正額の主な内訳
  

堀岡小学校整備費 
 

学校管理費（中） 
 

 
　 文化財保存費 
　  
 
　 スポーツ施設維持管理費 
 
　 学校体育施設開放事業費 
 
　 パークゴルフ場維持管理費 
 
　 海竜スポーツランド維持管理費 
 
　 フットボールセンター管理運営費 

 

35,904 

 

△5,089 

 

 

2,555 

 

 

13,538 

 

1,985 

 

1,604 

 

869 

 

1,221

 
・堀岡小学校屋根防水工事 
 

・中学校劣化状況調査業務委託 
・中学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託  
 
・市指定文化財解説板更新 
・市指定文化財保存補助金 
 
・スポーツ施設修繕 
 
・学校体育施設修繕 
 
・パークゴルフ場改修工事 
 
・海竜スポーツランド修繕 
 
・フットボールセンター修繕

 計 2,518,115



            

 

 

令和８年度 

 

予算（案）概要 
 

 

 
 

 

 

 

 

射 水 市 

i099026
テキストボックス
資料３
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[数値の記載に当たって] 

   各表の数値は、表示単位未満を四捨五入等で記載しており、合計数値等 

と一致しないことがあります。 



 

 

 

 

令和８年度の財政状況は、歳入では、市税のうち固定資産税は、新築家屋等の増加に

より若干の増収が見込まれるほか、個人市民税は「年収の壁」の見直しに伴う税制改正

の影響があるものの、個人所得の拡大により増収を見込んでいます。また、利子割交付

金や地方消費税交付金などの国からの税交付金は、金利上昇や価格高騰の影響などによ

る増額が見込まれ、一般財源総額は前年度を上回るものと見込んでいます。 

一方、歳出では、「こどもまんなか社会」の実現に向けた施策や高齢化の進行に伴う

社会保障関係費の増加に加え、災害復旧事業や学校体育館の空調設備整備事業、野手埋

立処分所拡張整備工事などの大型事業のほか、継続する物価高や賃金上昇があらゆる事

業に影響を及ぼし、歳出総額が大幅に増加する大変厳しい財政運営が見込まれます。 

こうした状況を踏まえ、令和８年度の予算編成では、全ての施策の目指すべきゴール

を見据えた上で、事業の有効性、効率性、優先性等の観点から費用対効果を検証し、合

理的根拠（エビデンス）に基づく事業の選択と集中を行い、限られた財源が優先度の高

い真に必要な施策に適切に配分されるよう努めました。 

特に、能登半島地震からの早期復旧・復興に向けた取組や激甚化する自然災害リスク

の軽減に向けた「震災復興、防災・減災」対策や、子どもや若者が将来に夢や希望を持

って成長し、子どもを産み、育てたいという希望を叶え、安心して子育てができる「こ

どもまんなか社会」の実現に向けた取組に加え、若者や女性など意欲ある誰もが活躍で

きる場の創出や多様性・寛容性のある地域づくりといった「選ばれるまち射水」の実現

に向けた取組など、重点施策として優先的に取り組むべき課題については、予算特別枠

として位置付け、予算の重点化を図ったところです。 

令和８年度は、第３次総合計画の将来像「いろどり ひろがる ムズムズ射水」の実

現に向け、財政規律を堅持しつつ、前期実施計画に掲げる事業を着実に推進し、全ての

市民が豊かさや安心感、自分らしさを実感できる Well-being の向上につながる施策を

積極的に展開してまいります。 

また、地域課題や多様なニーズに対応した質の高い市民サービスの提供を図るため、

これまで着実に成果を積み上げてきた施策をより進化させつつ、時代の変化を捉えた未

来志向型の新たな事業にも積極果敢にチャレンジし、これまで以上に満足度が高く、幅

広く未来世代から選ばれるまちづくりを進め、市民の幸せの実現と市勢の持続的な伸展

を目指してまいります。 

予算編成における基本的な考え方 
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会　計　区　分 8年度当初 7年度当初 増　減 伸 率

47,360,000 46,150,000 1,210,000 2.6

39,650,214 37,891,977 1,758,237 4.6

国 民 健 康 保 険 事 業 7,240,851 7,110,232 130,619 1.8

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 3,149,908 2,745,822 404,086 14.7

介 護 保 険 事 業 9,960,080 9,896,720 63,360 0.6

水 道 事 業 4,010,194 4,163,457 ▲ 153,263 ▲ 3.7

下 水 道 事 業 9,794,499 8,335,218 1,459,281 17.5

病 院 事 業 5,494,682 5,640,528 ▲ 145,846 ▲ 2.6

総　　　　計 87,010,214 84,041,977 2,968,237 3.5

　　　(単位：千円、％）

一 般 会 計

特 別 会 計

 

 
                                         

 

 

 

令和８年度予算 総括表 
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（１）歳入予算額 

（単位：千円、％）

前年度当初比 8年度 7年度

増 減 伸 率 構成比 構成比

1款 市 税 15,528,350 15,315,890 212,460 1.4 32.8 33.2

個 人 市 民 税 5,273,000 5,168,000 105,000 2.0 11.1 11.2

法 人 市 民 税 1,104,200 1,060,400 43,800 4.1 2.3 2.3

固 定 資 産 税 8,195,353 8,097,140 98,213 1.2 17.3 17.5

軽 自 動 車 税 337,697 353,750 ▲ 16,053 ▲ 4.5 0.7 0.8

市 た ば こ 税 591,000 610,000 ▲ 19,000 ▲ 3.1 1.2 1.3

入 湯 税 27,100 26,600 500 1.9 0.1 0.1

2款 地 方 譲 与 税 403,900 406,100 ▲ 2,200 ▲ 0.5 0.9 0.9

地 方 揮 発 油 譲 与 税 69,400 82,000 ▲ 12,600 ▲ 15.4 0.1 0.2

自 動 車 重 量 譲 与 税 285,000 276,000 9,000 3.3 0.6 0.6

特 別 と ん 譲 与 税 36,000 36,000 0 0.0 0.1 0.1

森 林 環 境 譲 与 税 13,500 12,100 1,400 11.6 0.0 0.0

3款 利 子 割 交 付 金 30,500 9,000 21,500 238.9 0.1 0.0

4款 配 当 割 交 付 金 124,000 95,000 29,000 30.5 0.3 0.2

5款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 167,000 158,000 9,000 5.7 0.4 0.3

6款 法 人 事 業 税 交 付 金 260,500 240,000 20,500 8.5 0.6 0.5

7款 地 方 消 費 税 交 付 金 3,361,000 2,502,000 859,000 34.3 7.1 5.4

8款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 48,000 46,000 2,000 4.3 0.1 0.1

9款 地 方 特 例 交 付 金 156,000 90,000 66,000 73.3 0.3 0.2

10款 地 方 交 付 税 9,650,000 9,750,000 ▲ 100,000 ▲ 1.0 20.4 21.1

普 通 交 付 税 8,250,000 8,350,000 ▲ 100,000 ▲ 1.2 17.4 18.1

特 別 交 付 税 1,400,000 1,400,000 0 0.0 3.0 3.0

11款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 11,000 11,000 0 0.0 0.0 0.0

12款 分 担 金 及 び 負 担 金 97,095 95,378 1,717 1.8 0.2 0.2

13款 使 用 料 及 び 手 数 料 524,909 562,309 ▲ 37,400 ▲ 6.7 1.1 1.2

14款 国 庫 支 出 金 6,862,099 6,442,937 419,162 6.5 14.5 14.0

15款 県 支 出 金 3,677,926 3,675,475 2,451 0.1 7.8 8.0

16款 財 産 収 入 111,295 92,713 18,582 20.0 0.2 0.2

17款 寄 附 金 10 10 0 0.0 0.0 0.0

18款 繰 入 金 1,288,573 1,758,625 ▲ 470,052 ▲ 26.7 2.7 3.8

減 債 基 金 147,750 0 147,750 皆増 0.3 0.0

公 共 施 設 建 設 等 基 金 200,000 600,000 ▲ 400,000 ▲ 66.7 0.4 1.3

小 杉 イ ン タ ー パ ー ク 管 理 基 金 900 900 0 0.0 0.0 0.0

合 併 地 域 振 興 基 金 600,000 900,000 ▲ 300,000 ▲ 33.3 1.3 2.0

ふ る さ と 射 水 応 援 基 金 250,000 185,000 65,000 35.1 0.5 0.4

森 林 環 境 保 全 基 金 26,906 19,103 7,803 40.8 0.1 0.0

田 中 基 金 9,700 0 9,700 皆増 0.0 0.0

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 0 17 ▲ 17 皆減 0.0 0.0

漁 業 振 興 基 金 0 66 ▲ 66 皆減 0.0 0.0

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 53,317 53,539 ▲ 222 ▲ 0.4 0.1 0.1

19款 繰 越 金 200,000 200,000 0 0.0 0.4 0.4

20款 諸 収 入 1,238,643 994,763 243,880 24.5 2.6 2.2

21款 市 債 3,619,200 3,658,800 ▲ 39,600 ▲ 1.1 7.6 7.9

( 環 境 性 能 割 交 付 金 ) 0 46,000 ▲ 46,000 皆減 0.0 0.1

合　　　　計 47,360,000 46,150,000 1,210,000 2.6 100.0 100.0
100.1 99.8

18,988,875 19,019,688 ▲ 30,813 ▲ 0.2 40.1 41.2

28,371,125 27,130,312 1,240,813 4.6 59.9 58.8

8年度当初

※ 自主財源：市が自主的に収入しうる財源

（市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入）
※ 依存財源：国・県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入

 (地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、地方特例

交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債）

歳　　入　　区　　分 7年度当初

自主財源

依存財源

一般会計の歳入・歳出予算  
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（２）歳入の状況 

    

※自主財源…市が自主的に収入できる財源 

※依存財源…国や県から交付される財源等 

 

 

 

（３）歳出予算額（目的別） 

前年度当初比 8年度 7年度

増 減 伸 率 構成比 構成比

1款 議 会 費 268,142 289,904 ▲ 21,762 ▲ 7.5 0.6 0.6

2款 総 務 費 5,955,455 6,258,345 ▲ 302,890 ▲ 4.8 12.6 13.6

3款 民 生 費 16,015,132 15,383,503 631,629 4.1 33.8 33.3

4款 衛 生 費 4,722,691 4,105,861 616,830 15.0 10.0 8.9

5款 労 働 費 25,298 21,799 3,499 16.1 0.1 0.0

6款 農 林 水 産 業 費 1,331,183 886,625 444,558 50.1 2.8 1.9

7款 商 工 費 1,499,981 2,494,116 ▲ 994,135 ▲ 39.9 3.2 5.4

8款 土 木 費 5,737,799 5,153,111 584,688 11.3 12.1 11.2

9款 消 防 費 1,640,736 1,781,553 ▲ 140,817 ▲ 7.9 3.5 3.9

10款 教 育 費 4,345,974 4,238,633 107,341 2.5 9.2 9.2

11款 災 害 復 旧 費 561,151 423,001 138,150 32.7 1.2 0.9

12款 公 債 費 5,156,458 5,013,549 142,909 2.9 10.9 10.9

13款 予 備 費 100,000 100,000 0 0.0 0.2 0.2

合　　　　計 47,360,000 46,150,000 1,210,000 2.6 100.0 100.0

7年度当初

（単位：千円、％）

8年度当初区　     　分
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（４）歳出予算額（性質別） 

前年度当初比 8年度 7年度

増 減 伸 率 構成比 構成比

義務的経費 21,591,722 20,827,442 764,280 3.7 45.6 45.1

1 7,036,364 6,616,363 420,001 6.3 14.9 14.3

2 9,398,911 9,197,541 201,370 2.2 19.8 19.9

3 5,156,447 5,013,538 142,909 2.9 10.9 10.9

投資的経費 5,174,250 5,911,986 ▲ 737,736 ▲ 12.5 10.9 12.8

4 4,353,675 5,357,222 ▲ 1,003,547 ▲ 18.7 9.2 11.6

補 助 事 業 費 2,268,240 2,338,096 ▲ 69,856 ▲ 3.0 4.8 5.1

単 独 事 業 費 2,085,435 3,019,126 ▲ 933,691 ▲ 30.9 4.4 6.5

5 820,575 554,764 265,811 47.9 1.7 1.2

その他経費 20,594,028 19,410,572 1,183,456 6.1 43.5 42.1

6 8,970,710 8,481,240 489,470 5.8 18.9 18.4

7 739,582 696,970 42,612 6.1 1.6 1.5

8 5,869,796 5,469,765 400,031 7.3 12.4 11.9

9 58,089 43,710 14,379 32.9 0.1 0.1

10 744,852 634,934 109,918 17.3 1.6 1.4

11 436,852 423,133 13,719 3.2 0.9 0.9

12 3,674,147 3,560,820 113,327 3.2 7.8 7.7

13 100,000 100,000 0 0.0 0.2 0.2

合　　　計 47,360,000 46,150,000 1,210,000 2.6 100.0 100.0

補 助 費 等

（単位：千円、％）

区　　　分 8年度当初 7年度当初

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

普通建設事 業費

災 害 復 旧 費

物 件 費

維 持 補 修 費

積 立 金

投資及び出 資金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

 
 
 

（５）歳出の状況（性質別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※義務的経費…法
令等により支出が
義務付けられてい
る経費 

 

※投資的経費…社
会資本の整備など、
その支出が将来に
わたる経費 
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事　　業　　名 8年度当初 7年度当初 増減額 増減率

≪国民健康保険事業≫ 7,240,851 7,110,232 130,619 1.8

［歳入］

国民健康保険税 1,346,027 1,338,931 7,096 0.5

使用料及び手数料 500 400 100 25.0

国庫支出金 7,936 17,017 ▲ 9,081 ▲ 53.4

県支出金 5,184,443 5,215,805 ▲ 31,362 ▲ 0.6

財産収入 2,896 591 2,305 390.0

繰入金 686,653 523,575 163,078 31.1

　うち一般会計繰入金 488,897 523,574 ▲ 34,677 ▲ 6.6

　うち財政調整基金繰入金 197,756 1 197,755 19,775,500.0

［歳出］

一般被保険者療養給付費 4,266,054 4,307,926 ▲ 41,872 ▲ 1.0

一般被保険者療養費 50,848 53,316 ▲ 2,468 ▲ 4.6

一般被保険者高額療養費 704,437 692,249 12,188 1.8

一般被保険者医療給付費分 1,300,166 1,196,750 103,416 8.6

一般被保険者後期高齢者支援金等分 431,581 414,860 16,721 4.0

介護納付金分 147,626 144,447 3,179 2.2

子ども・子育て支援納付金分 44,507 0 44,507 皆増

保健事業費 97,067 94,075 2,992 3.2

基金積立金 2,896 591 2,305 390.0

≪後期高齢者医療事業≫ 3,149,908 2,745,822 404,086 14.7

［歳入］

後期高齢者医療保険料 1,467,723 1,191,965 275,758 23.1

繰入金（一般会計繰入金） 1,667,383 1,538,582 128,801 8.4

［歳出］

後期高齢者医療広域連合納付金 3,100,921 2,698,131 402,790 14.9

≪介護保険事業≫ 9,960,080 9,896,720 63,360 0.6

［歳入］

介護保険料 2,135,059 2,127,069 7,990 0.4

国庫支出金 2,154,701 2,137,037 17,664 0.8

支払基金交付金 2,590,331 2,584,535 5,796 0.2

県支出金 1,374,178 1,360,620 13,558 1.0

繰入金（一般会計繰入金） 1,517,867 1,498,664 19,203 1.3

［歳出］

介護サービス等諸費 9,001,905 8,955,781 46,124 0.5

特定入所者介護サービス等費 157,616 165,016 ▲ 7,400 ▲ 4.5

高額介護サービス等費 213,989 232,237 ▲ 18,248 ▲ 7.9

介護予防・日常生活支援総合事業費 176,145 174,201 1,944 1.1

包括的支援事業・任意事業費 63,764 63,568 196 0.3

　　　　（単位：千円、％）

 

特別会計予算の主な内容  
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事　　業　　名 8年度当初 7年度当初 増減額 増減率

≪水道事業≫ 4,010,194 4,163,457 ▲ 153,263 ▲ 3.7

［収益的収入］

水道料金 1,866,526 1,970,494 ▲ 103,968 ▲ 5.3

加入金 32,809 29,406 3,403 11.6

他会計補助金（一般会計繰入金） 100,245 1,733 98,512 5684.5

他会計負担金 25,012 26,595 ▲ 1,583 ▲ 6.0

［収益的支出］

営業費用 1,909,185 1,830,474 78,711 4.3

営業外費用 119,217 117,184 2,033 1.7

［資本的収入］

企業債 500,000 450,000 50,000 11.1

工事負担金 127,565 217,105 ▲ 89,540 ▲ 41.2

他会計負担金 38,340 28,100 10,240 36.4

他会計出資金（一般会計繰入金） 183,500 65,200 118,300 181.4

［資本的支出］

建設改良費 1,533,715 1,755,530 ▲ 221,815 ▲ 12.6

企業債償還金 433,077 445,269 ▲ 12,192 ▲ 2.7

≪下水道事業≫ 9,794,499 8,335,218 1,459,281 17.5

［収益的収入］

下水道使用料 1,392,677 1,392,764 ▲ 87 0.0

他会計負担金（一般会計繰入金） 1,575,014 1,610,001 ▲ 34,987 ▲ 2.2

他会計補助金（一般会計繰入金） 1,575 1,340 235 17.5

国庫補助金 0 3,653 ▲ 3,653 ▲ 100.0

［収益的支出］

営業費用 4,009,376 3,399,612 609,764 17.9

営業外費用 310,467 316,920 ▲ 6,453 ▲ 2.0

［資本的収入］

企業債 1,729,500 1,798,500 ▲ 69,000 ▲ 3.8

国庫補助金 1,726,299 1,309,493 416,806 31.8

他会計出資金（一般会計繰入金） 219,848 222,522 ▲ 2,674 ▲ 1.2

負担金及び分担金 73,137 29,368 43,769 149.0

［資本的支出］

建設改良費 3,591,920 2,636,399 955,521 36.2

企業債償還金 1,862,236 1,961,787 ▲ 99,551 ▲ 5.1

　　　　（単位：千円、％）
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事　　業　　名 8年度当初 7年度当初 増減額 増減率

≪病院事業≫ 5,494,682 5,640,528 ▲ 145,846 ▲ 2.6

［収益的収入］

入院収益 2,461,268 2,318,947 142,321 6.1

外来収益 889,359 978,314 ▲ 88,955 ▲ 9.1

その他医業収益 161,852 156,331 5,521 3.5

他会計負担金（一般会計繰入金） 277,535 257,137 20,398 7.9

他会計補助金（一般会計繰入金） 223,875 199,068 24,807 12.5

［収益的支出］

医業費用 4,575,284 4,298,837 276,447 6.4

医業外費用 61,986 43,206 18,780 43.5

［資本的収入］

企業債 235,100 673,200 ▲ 438,100 ▲ 65.1

他会計出資金（一般会計繰入金） 341,504 347,212 ▲ 5,708 ▲ 1.6

［資本的支出］

建設改良費 259,705 696,479 ▲ 436,774 ▲ 62.7

企業債償還金 589,707 594,006 ▲ 4,299 ▲ 0.7

投資 6,000 6,000 0 0.0

　　　　（単位：千円、％）
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（１）基金の年度末現在高（見込額） 

（単位：千円）

区　　　分 8年度末 7年度末 増　減

財 政 調 整 基 金 4,330,553 4,305,577 24,976

減 債 基 金 1,799,595 1,941,981 ▲ 142,386

公 共 施 設 建 設 等 基 金 1,844,869 2,039,686 ▲ 194,817

小 林 與 三 次 基 金 46,387 46,261 126

福 祉 振 興 基 金 7,067 7,048 19

小 杉 イ ン タ ー パ ー ク 管 理 基 金 95,102 95,737 ▲ 635

合 併 地 域 振 興 基 金 1,752,937 2,345,627 ▲ 592,690

ふ る さ と 射 水 応 援 基 金 234,552 483,958 ▲ 249,406

森 林 環 境 保 全 基 金 14,772 28,091 ▲ 13,319

田 中 基 金 264,265 273,300 ▲ 9,035

小　　　計 10,390,099 11,567,266 ▲ 1,168,132

国 民健康保険事業財政 調整 基金 388,787 583,647 ▲ 194,860

介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 400,018 581,664 ▲ 181,646

射 水 市 民 病 院 田 中 基 金 14,911 14,911 0

小　　　計 803,716 1,180,222 ▲ 376,506

総　　　計 11,193,815 12,747,488 ▲ 1,553,673  
※田中基金は令和８年３月設置予定 

 

 

（２）市債の年度末現在高（見込額） 

（単位：千円）

区　　　分 8年度末 7年度末 増　減

一 般 会 計 52,410,985 53,609,876 ▲ 1,198,891

水 道 事 業 7,846,748 7,779,826 66,922

下 水 道 事 業 19,479,605 19,602,135 ▲ 122,530

病 院 事 業 4,365,681 4,720,288 ▲ 354,607

計 84,103,019 85,712,125 ▲ 1,609,106
 

 

基金の年度末現在高、市債の年度末現在高  
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令和８年度当初予算特別枠（主な事業）
射水市

①こどもまんなか社会実現 こどもまんなか社会の実現
②「選ばれるまち射水」創生 持続可能な市の成長を推進
③震災復興、防災・減災 能登半島地震から早期復旧復興と防災・減災施策の推進

【拡】放課後児童クラブ運営事業
２１０，４１７千円

（生涯学習・スポーツ課）
保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の家庭に代わる生活の場である放課後児童

クラブを新たに２か所開設するほか、運営に対する支援を充実

①事業内容 ・公設民営放課後児童クラブ︓新規1か所開設、合計23か所
（46人以上の学級に対し国基準額との差額を支援）

・民設民営放課後児童クラブ︓新規1か所補助、合計2か所
②対 象 市民
③財 源 国、県、一般財源

【新】こども見守りアウトリーチ事業
１，９９０千円

（こども福祉課）
児童虐待防止に向けて子育て世帯が孤立しないよう支援するため、訪問により支援ニーズ

の高いこども等の状況を把握しながら見守り、必要な支援につなげることができる体制の強
化を推進

①事業内容 ・支援ニーズの高いこども等の状況の把握、孤独・孤立の解消、
生活習慣習得の支援

・おむつ等の消耗品の提供等により巡回活動を強化
②対 象 市民
③財 源 国、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

こども 射水創生 復興・防災

●

令和８年度は、次に掲げる事業を重点施策として、優先的、戦略的に取り組みます。

【新】学校給食費無償化 ４８３，４７８千円
（小学校２９６，８３０千円、中学校１８６，６４８千円）

（学校教育課）
学校給食の充実と食育の推進及び保護者の経済的負担軽減を図るために給食費を無償化

①事業内容 市内公立小中学校給食費を無償化
②対 象 市内公立小中学校の児童・生徒
③財 源 国・県（給食費負担軽減交付金）、

国（重点支援地方交付金）、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

● ●
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令和８年度当初予算特別枠（主な事業）
射水市

【新】保育環境改善等事業（安全対策事業）
１，４７５千円

（子育て支援課）
保育所等での性被害防止対策のため、パーテーション等を設置し、子どものプライバシー

保護を図るもの

①事業内容 パーテーション等の設置
②対 象 公立、民間保育園等
③財 源 国、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

【継】給食材料費高騰対策支援事業
１７，６５３千円

（子育て支援課）
保育園、認定こども園の給食材料費の高騰相当額を支援

①事業内容 公立、民間保育園等の事業者に対し、児童一人につき
月額490円（上限）を補助し、栄養バランスのとれた
給食の提供を支援

②対 象 公立保育園、民間保育園等の事業者
③財 源 国（重点支援地方交付金）

こども 射水創生 復興・防災

●

①こどもまんなか社会実現 こどもまんなか社会の実現
②「選ばれるまち射水」創生 持続可能な市の成長を推進
③震災復興、防災・減災 能登半島地震から早期復旧復興と防災・減災施策の推進

【新】都市公園遊具等設置事業
２６８，６４４千円

（都市計画課）
市内の都市公園において、遊具等の新設や更新を実施し、安全性、快適性を向上させるこ

とで、子育て世帯に選んでもらえる公園の整備

①事業内容 ・歌の森運動公園 大型複合遊具及び園路の更新
・大島中央公園 インクルーシブ遊具設置、園路の更新
・遊ぼ～館 木材遊具の設置

②対 象 市民（子育て世帯）
③財 源 国、繰入金（森林環境保全基金、田中基金）、

市債、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●
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令和８年度当初予算特別枠（主な事業）
射水市

【継】学校体育館への空調設備整備事業
８２３，８６５千円

（学校教育課）
教育環境の向上と防災機能の強化を図るため、学校体育館に空調設備を整備

①事業内容 ・市内小学校（７校）体育館空調設備の実施設計
・市内全中学校体育館空調設備の設置工事

②対 象 市内公立小中学校
③財 源 市債、一般財源

【新】こども電子図書館整備事業
８，１０７千円

（生涯学習・スポーツ課）
電子図書を導入し、子育て世帯の方等が、場所や時間を問わず読書を楽しむことができる

環境を整備し、図書館サービスを向上

①事業内容 子育て世代をターゲットとした赤ちゃん絵本、読み聞かせ絵本、
小中学生をターゲットとした小説、ライトノベルの電子図書を
導入して、タブレットやスマートフォン等で書籍を閲覧できる
ようにし、図書に親しむ機会を創出

②対 象 市民
③財 源 市債、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

こども 射水創生 復興・防災

●

①こどもまんなか社会実現 こどもまんなか社会の実現
②「選ばれるまち射水」創生 持続可能な市の成長を推進
③震災復興、防災・減災 能登半島地震から早期復旧復興と防災・減災施策の推進

【新】熱中症指標計プラットフォーム
３，５５５千円

（学校教育課）
学校敷地内の暑さ指数を管理できる熱中症指標計を設置し、熱中症対策を強化するととも

に教員の負担を軽減

①事業内容 市内公立小中学校のグラウンドや体育館に熱中症指標計を
設置。暑さ指数を自動計測して、危険なレベルになる前に
アラートを学校関係者等に通知することで、体育の授業や
部活動等における、児童生徒の安全を確保

②対 象 市内公立小中学校
③財 源 市債、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

（文部科学省資料より）
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令和８年度当初予算特別枠（主な事業）
射水市

【継】女性活躍・DEI（多様性・公平性・
包摂性）推進事業 ３，４１０千円

（市民活躍・文化課）
女性の活躍促進を図るため、能力発揮や地域参画を後押しするとともに、固定的な性別役

割分担意識やアンコンシャス・バイアスの解消に向けた取組を実施

①事業内容 ・仕事で役立つスキルを学ぶセミナーの実施
・女性の地域活動参加を促すセミナーの実施
・女性が住み続けたい地域について考える講演会等の実施

②対 象 市民
③財 源 国、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

【新】「出会いの場」創出事業
２，７００千円

（市民活躍・文化課）
出会いの場の創出を図るため、結婚を意識していない若い世代が気軽に参加できる交流イ

ベントの実施や、県が提供する出会い応援アプリ「TOYAMA goen（トヤマゴエン）」を導
入する市内企業等に対し、導入負担金の一部を支援

①事業内容 (1)多様な価値観を前提とした出会い・交流の機会の充実のため、「恋愛」
「マッチング」などの言葉を出さずに自然体で交流できるイベントを実施

(2)アプリ導入負担金の一部を補助
（補助率1/2、上限200千円、補助は１企業等に対して１回限り）

②対 象 (1)20～30代の独身男女など
(2)市内企業等

③財 源 県、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

①こどもまんなか社会実現 こどもまんなか社会の実現
②「選ばれるまち射水」創生 持続可能な市の成長を推進
③震災復興、防災・減災 能登半島地震から早期復旧復興と防災・減災施策の推進

【拡】「のるーと射水」等運行事業
５２４，１１８千円

（生活安全課）
令和８年4月から全市域において「のるーと射水」の本格運行を開始。また、運行事業者

による運転手不足対策への支援、予約専用タブレットの設置等を実施

①事業内容 ・「のるーと射水」、コミュニティバス等の運行
・予約専用タブレットの設置

②対 象 市民、利用者等
③財 源 国（重点支援地方交付金含む）、県、基金、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

● ●
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令和８年度当初予算特別枠（主な事業）
射水市

【拡】いみず住まいづくり支援補助金
５０，０００千円

（観光まちづくり課）
既存制度である「いみず住まい等応援事業補助金」と「指定宅地取得助成金」を統合し、

事業内容の見直しを行うことで住宅等の取得費用へのさらなる支援を実施

①事業内容 土地・住宅の取得費用を支援
（主な拡充内容）１．上限260万円→310万円に増額（国補助を含めた額）

２．補助対象を空き家→中古住宅に拡充
３．市内居住者が指定宅地等で居住した際の市内事業者加算等を追加

②対 象 市民（指定宅地取得者）、転入者
③財 源 一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

【新】地域担い手育成・参画促進事業
１，９９４千円

（市民活躍・文化課）
地域の担い手不足を解消するため、地域活動を担う人材の育成や地域マネジメント力の向

上を図るための取組を実施するとともに、地域活動への関わりを後押しするポイント制度を
試験的に導入

①事業内容 ・地域課題に関する先進事例や実践的なノウハウを
学ぶ講演会やワークショップの実施

・地域活動への参加を促すポイント制度の試験的実施
②対 象 市民、地域振興会等
③財 源 一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

①こどもまんなか社会実現 こどもまんなか社会の実現
②「選ばれるまち射水」創生 持続可能な市の成長を推進
③震災復興、防災・減災 能登半島地震から早期復旧復興と防災・減災施策の推進

【新】ＵＩターン促進奨学金返還支援助成金
５，０００千円

（観光まちづくり課）
ＵＩターンした若者が市内企業に就業した場合に、奨学金返還額を補助

①事業内容 日本学生支援機構の奨学金を利用して進学した大学等を卒業後、
本市にUIターンし市内企業に就業した場合に奨学金返還額に相当する額を助成

（助成額 上限 240千円／年 最大５年間）
②対 象 ＵＩターンして市内企業に就業し本市に１年以上在住する方
③財 源 一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

経過措置：いみず住まい等応援事業補助金 30,000千円
指定宅地取得支援助成金 17,080千円

16



令和８年度当初予算特別枠（主な事業）
射水市

【新】介護スポットワーク活用支援事業
５００千円

（介護保険課）
デジポックとやま実証実験の２年目として、スポットワークの普及・定着を支援するため、

介護サービス事業者が、短時間・単発の労務を内容とする雇用契約を仲介する事業のサービ
スを利用した際の手数料（サービス利用料）を支援

①事業内容 サービス利用料の一部を補助
補助上限5万円（補助基準額15万円、補助率1/3）

②対 象 介護サービス事業者
③財 源 一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

【拡】「ゼロカーボンシティいみず」推進事業
３，３８３千円

（環境課）
２０３０年温室効果ガス排出量５０％削減、２０５０年カーボンニュートラル達成を目指

し、市民・事業者・行政が一体となり「ゼロカーボンシティいみず」の実現に向けた各種事
業を展開

①事業内容 ・ロゴマークや関連グッズを活用し、取組推進の機運を醸成
・環境ポイント事業を実施し、家庭における脱炭素を促進
・環境パートナーシップ事業を実施し、事業所における脱炭素を促進
・給水アプリを導入し、マイボトル運動の取組を推進

②対 象 市民、事業者等
③財 源 一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

①こどもまんなか社会実現 こどもまんなか社会の実現
②「選ばれるまち射水」創生 持続可能な市の成長を推進
③震災復興、防災・減災 能登半島地震から早期復旧復興と防災・減災施策の推進

【新】介護人材対策事業
（外国人介護人材雇用緊急支援事業） １，０００千円

（介護保険課）
外国人を新たに雇用する介護サービス事業者に対し、雇用支援金（家賃補助や受入支援で、

県補助対象経費以外に負担した経費）を補助

①事業内容 新たに外国人を雇用する介護サービス事業者に、
上限10万円を補助

②対 象 介護サービス事業者
③財 源 一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●
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令和８年度当初予算特別枠（主な事業）
射水市

【新】芸術文化公演活動促進奨励金
６００千円

（市民活躍・文化課）
本市ゆかりの芸術家の公演活動を支援するとともに、市民に芸術的水準の高い公演を提供

①事業内容 公演事業等を専門に活動する芸術家が高周波文化
ホールもしくはアイザック小杉文化ホールで行う
有料の公演に直接要する経費の一部を支援
補助率︓対象経費の1/2（上限20万円）

②対 象 本市在住または本市出身の芸術家（個人・団体）
③財 源 一般財源

①こどもまんなか社会実現 こどもまんなか社会の実現
②「選ばれるまち射水」創生 持続可能な市の成長を推進
③震災復興、防災・減災 能登半島地震から早期復旧復興と防災・減災施策の推進

【新】「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」
ユネスコ無形文化遺産登録記念事業

４，３８５千円
（生涯学習・スポーツ課）

曳山記念巡行及び築山展示への補助並びに、富山県及びユネスコ無形文化遺産「山・鉾・
屋台行事」が所在する高岡・南砺・魚津市と連携した保存継承と魅力発信を実施

①事業内容 ・曳山記念巡行及び築山展示に要する経費やPR事業への補助
（警備・交通規制費、曳山保険等）

・県内のユネスコ無形文化遺産登録団体と連携した
シンポジウムの開催等

②対 象 文化財保護団体、市民・県民
③財 源 一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

こども 射水創生 復興・防災

●
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令和８年度当初予算特別枠（主な事業）
射水市

【新】デジタル防災行政無線システム更新
実施設計業務 ２２，０００千円

（防災・資産管理課）
平成28年度に整備したデジタル防災行政無線システムの更新に係る実施設計を実施

①事業内容 令和7年度に検討した基本構想を踏まえた
実施設計

②対 象 市民
③財 源 市債、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

【新】災害時情報共有システム導入事業
４，２２８千円

（防災・資産管理課）
災害時における被害状況等の情報を一元的に集約し、迅速な情報共有を図るシステム

を導入

①事業内容 被害箇所の地図情報との連携、被害状況を時系列
かつ一元的に集約可能なシステムを導入

②対 象 職員
③財 源 一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

①こどもまんなか社会実現 こどもまんなか社会の実現
②「選ばれるまち射水」創生 持続可能な市の成長を推進
③震災復興、防災・減災 能登半島地震から早期復旧復興と防災・減災施策の推進

【新】 ～DEIな避難所運営を目指して～
災害時外国人支援ボランティア育成研修

２３１千円
（市民活躍・文化課）

災害発生時に外国人支援を行うボランティアの育成研修を実施

①事業内容 ・災害時における外国人支援のための研修（講義及びワーク）
・避難所における外国人支援訓練

②対 象 市民
③財 源 一般財源

こども 射水創生 復興・防災

● ●
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令和８年度当初予算特別枠（主な事業）
射水市

【継】和田川浸水対策事業（水門施設改良工事）
３５，０００千円

（河川・港湾課）
和田川浸水対策の基本方針・概略設計業務等の内容を踏まえ、浸水被害の軽減に向けた水

門施設改良工事を実施

①事業内容 和田川水門施設改良工事
②対 象 和田川沿いにおいて浸水被害が発生した地区
③財 源 市債

こども 射水創生 復興・防災

●

【継】宅地液状化防止事業
２５９，６９６千円

（建築住宅課）
地震による液状化被害を軽減するため、道路等の公共施設と宅地の

一体的な液状化対策を実施

①事業内容 実証実験の結果を踏まえ、地元との合意形成を図り、
詳細設計や本工事に着手

②対 象 港町地区
③財 源 国、市債、一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

①こどもまんなか社会実現 こどもまんなか社会の実現
②「選ばれるまち射水」創生 持続可能な市の成長を推進
③震災復興、防災・減災 能登半島地震から早期復旧復興と防災・減災施策の推進

写真：地下水位低下工法の実証実験
対象地区の地下水をポンプで排水し、
地下水位や地表面沈下量等を観測

イメージ図

【新】田んぼダム推進実証事業
１６５千円

（農林水産課）
農地での湛水被害や市街地での浸水被害を軽減されることを目的とした「田んぼダム」の

取組活動を支援し、事業効果を検証するための取組

①事業内容 水田に田んぼダム機能を持たせるために
必要となる資材を支給

②対 象 営農組織・農業者など
③財 源 一般財源

こども 射水創生 復興・防災

●

（富山県HPより）
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震災復旧・復興対応事業
射水市

Ⅰ インフラ復旧事業

道路災害復旧事業

（被災延長5.0km、復旧延長3.0km、R8見込1.1km、R9～0.9km）

農業用施設災害復旧事業

（小杉白石地内農道橋、摺出寺地内排水路）

下水道管路災害復旧事業

（被災延長16.4km、復旧延長12.5km、R8見込3.5km、R9～0.4km）

Ⅱ 液状化対策事業

液状化被害住宅耐震改修等支援事業

宅地液状化防止事業（港町地区）

宅地液状化等復旧支援事業

被害住宅沈下傾斜対策支援事業

３２５，１５０千円

１９６，０００千円

９３８，９１７千円

５，６００千円

２５９，６９６千円

３，０００千円

３００千円

令和８年度予算額 17億2,866万3千円
（これまでの累計 96億311万6千円）

令和６年能登半島地震からの復興に向けて

「被災者支援・災害復興ロードマップR6～R8」に基づき、被
災者支援と一日も早い復旧・復興に向けた取組を推進します。
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令和８年度の主な事業について、第３次総合計画における７つの基本方針により分類

し記載します。 

※「特別枠事業」に掲載されたものを除く 

 

 

 

 〇 世界にひとつだけの絵本事業  【一般財源】 (こども福祉課) 3,202 

  
満１歳半を迎えるこどもに、言葉の理解・発達を後押しする世界にひとつ

だけの絵本と、大島絵本館で利用できる500円分のクーポン券を送付 
 

   事業内容 1歳半になる月に、絵本注文チケットを送付  

      

 〇 不妊治療費等助成事業  【県、一般財源】 (こども福祉課) 20,000 

  不妊治療等を受けている方に対する経済的な支援の拡充  

   
事業内容 不妊治療等を受けている方を対象に、不妊治療費等に対し 

1年度30万円を上限に助成 
 

      

 〇 奨学金貸与事業  【一般財源】           (介護保険課、子育て支援課) 3,120 

  
介護・保育サービスを将来にわたって安定的に提供できるよう福祉人材の

確保を目的として、本市で将来介護福祉士・保育士を目指す学生に対し奨学

金を貸与 

 

   

事業内容 自宅通学の大学生等  月額4万円 

自宅外通学の大学生等 月額5万円 

（介護福祉士:市内の介護事業所で3年間継続して勤務し、

その間に介護福祉士国家試験に合格した場合、または、市

内の介護事業所で５年間継続して勤務した場合、奨学金が

返還免除） 

 

１ 新しい命 育む未来 

令和８年度予算における主要事業 

(単位︓千円） 
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（保育士:市内の保育園等で3年勤続した場合、返還免除） 

      

 [新] こども誰でも通園制度  【国、県、負担金】 (子育て支援課) 3,636 

  
保育所等に通っていない生後6か月～満3歳未満のこどもに、家庭と異なる

経験や年齢の近いこどもと関わる機会を提供し、こどもの育ちを応援するも

の 

 

   
事業内容 実施園において、保護者の就労要件を問わず、生後6か月

～満3歳未満の未就園児を月10時間を上限に保育 

（実施園 千成保育園） 
 

      

 [拡] 保育園等ICT化推進事業  【一般財源】 (子育て支援課) 726 

  
公立の保育所等で使用している教育・保育支援システム（キッズビュー）

にドキュメンテーション機能を追加 
 

   

事業内容 ①保護者に子どもの普段の園での様子を写真とコメントで

より鮮明に伝え、園と保護者の連携を強化 

②コメント入り写真を月次の個人記録等の作成に利用して

保育士の書類作成に係る負担を軽減 

 

      

 〇 ママパパ保育士等職場復帰応援事業  【一般財源】 (子育て支援課) 6,508 

  市内保育園等に勤務する保育士等の世帯にかかる保育料を助成  

   
事業内容 3歳未満の子を施設に預け、自ら保育士等として子どもの

直接処遇にあたる業務に従事している場合、その保育士等

の世帯にかかる保育料を全額助成 
 

      

 〇 市内保育園・こども園職場訪問ツアー  【国、一般財源】   (子育て支援課) 400 

  
保育士等を目指す高校生や大学生及び保育士等の資格を持つ方が、市内保

育園等を訪問し、実際の仕事等を見聞きすることにより就業のイメージを高

める機会を創出 

 

   
事業内容 ICTを活用した職場や仕事の様子の見学、現役保育士等と

の座談会を実施（年3回実施） 
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 [新] 児童館修繕事業  【市債、一般財源】 (こども福祉課) 23,479 

  
こどもまんなか社会の実現に向け、必要な修繕を行い、建物の長寿命化を

図るもの 
 

   
事業内容 ①海老江児童センターエアコン設置工事 

②大島児童館LED化工事 

③大島児童館屋根及び外壁塗装改修工事 
 

      

 [拡] 子育て支援アプリ『いみすく』by母子モの機能拡充  【国、一般財源】       5,274 

  (こども福祉課)  

  
母子健康手帳機能と地域の子育て情報機能を併せもった、無料で利用でき

るアプリ『いみすく』by母子モの機能を拡充 
 

   
事業内容 ①産後ケア申請機能の追加 

②乳幼児健診（3～4か月児健診）機能の追加 
 

      

 〇 出生祝いクーポン券交付事業  【一般財源】 (こども福祉課) 14,330 

  こどもの誕生を祝福するとともに、子育て世帯の経済的負担に対して支援  

   事業内容 新生児一人につき2万円分の電子クーポンを交付  

      

 [新] プレコンセプションケア事業  【国、一般財源】 (こども福祉課) 111 

  
若い男女が日々の生活や健康と将来のライフプランを考えるプレコンセプ

ションケアを推進 
 

   
事業内容 ①相談窓口の開設と周知（助産師による相談窓口の実施） 

②正しい知識の普及啓発 

③出前講座の実施 
 

      

 〇 射水っ子音楽活動推進事業  【一般財源】 (学校教育課) 4,492 

  
児童生徒の活動を支援・推進し、音楽活動を通して地域を元気づけるとと

もに、地域に貢献する心豊かな射水っ子の育成を目指すための楽器の購入等 
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   事業内容 児童生徒の楽器購入 等  

      

 [拡] 学校部活動の地域展開  【県、一般財源】   

 (学校教育課、生涯学習・スポーツ課) 32,908 

  生徒のスポーツ・文化芸術活動を学校部活動から地域クラブ活動へと転換  

   
事業内容 ①休日の地域クラブ活動の運営 

②平日の地域クラブ活動の運営に向けた環境整備（拡充） 

③地域クラブに関する認定制度の構築（拡充） 
 

      

 〇 イングリッシュ・キャンプ  【一般財源】 (学校教育課) 3,367 

  
小学校高学年・中学生を対象に、実践的な英語力・コミュニケーション能

力の育成や外国の文化と触れ合うイングリッシュキャンプを実施 
 

   

事業内容 ①ネイティブ講師や他校・他学年の児童生徒との共同生活

・学習活動体験 

②英語によるコミュニケーションの実践 

③研修プログラムを通じた外国文化の知識・理解の向上 

 

      

 〇 ＩＣＴ教育環境整備事業  【市債、一般財源】 (学校教育課) 126,647 

  
ＧＩＧＡスクール構想として整備した、小・中学校の学習専用端末が日常

的に利用され学校生活全体をサポートできるよう、周辺システム等の環境を

整備 

 

   

事業内容 ①校内ネットワーク機器等の整備 

②学習支援ソフトの利用 

③心の健康観察システムの利用 

④ＩＣＴ支援員の設置 

 

      

 〇 新湊放生津小学校整備事業  【市債、一般財源】 (学校教育課) 84,879 

  

統合小学校としての教育環境を整えるため、旧新湊小学校の改修工事を実

施（継続費〔R7-8年度〕︓3,661,825千円、R8→7前倒額2,524,278千円） 
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   事業内容 校舎、体育館（空調設備の設置を含む）等の改修工事  

      

 [新] 小学校（3校）照明ＬＥＤ化工事 【市債、一般財源】 (学校教育課) 41,078 

  学校施設の照明設備のＬＥＤ化を実施  

   
事業内容 ①片口小学校（体育館） 

②東明小学校（体育館） 

③歌の森小学校（東棟校舎、外灯） 
 

      

 [新] 小学校（7校）体育館空調設備設置工事設計業務委託  【市債、一般財源】 25,265 

 (学校教育課)  

  学校体育館に空調設備を設置するための実施設計  

   事業内容 作道、東明、小杉、歌の森、太閤山、大門、大島  

      

 [新] 東明小スクールバス購入  【国、一般財源】 (学校教育課) 12,000 

  東明小学校スクールバスの老朽化に伴い、1台の車両を更新  

   事業内容 スクールバス車両の購入  

      

 [新] 小学校水泳授業業務委託  【一般財源】 (学校教育課) 3,507 

  
施設整備費の削減及び水泳授業の効率的な実施を図るため、屋内プールで

の水泳授業を実施 
 

   事業内容 水泳授業の業務委託  

      

 [新] 片口小学校校舎（普通教室棟）整備事業実施設計  【市債、一般財源】         54,270 

  (学校教育課)  

  
老朽化が著しい片口小学校の校舎（普通教室棟）の改修工事を行うための

実施設計 
 

   
事業内容 校舎（普通教室棟） 

Ｒ8年度︓実施設計 

Ｒ9年度～Ｒ11年度︓改修工事（ＥＶ設置含む） 
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 [新] 中学校体育館空調設備設置工事  【市債、一般財源】      798,600 

 (学校教育課)  

  全中学校の体育館に空調設備を設置  

   事業内容 全中学校の体育館に空調設備を設置  

      

 [拡] コミュニティ・スクール  【県、一般財源】 8,156 

 (学校教育課、生涯学習・スポーツ課)  

  
学校・家庭・地域が連携・協働し、社会全体で学校や子どもたちの成長を

支えることができるよう、学校支援コーディネータ―の支援や、コーディネ

ータ間の連携を深める取組を支援 

 

   
事業内容 ①放課後活動支援の推進（放課後遊び場支援事業の検証） 

②コーディネート機能の強化 

③地域学校協働活動の実施 等 

 

      

 [新] 図書館窓口業務委託  【一般財源】          36,000 

 (生涯学習・スポーツ課)  

  
図書館の窓口業務及び司書業務を外部委託し人材を確保することで、安定

・充実の市民サービスを提供 
 

   

事業内容 レファレンスサービスや選書、配架、書棚整理、返却作業

、予約者への連絡など、多岐にわたる図書館業務を、将来

にわたって安定して提供するとともに、読み聞かせなどの

イベント行事を充実 

 

      

 [新] 図書管理ＤＸ導入業務委託  【市債、一般財源】     71,000 

 (生涯学習・スポーツ課)  

  図書管理のＤＸ導入により市民サービスを向上  
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事業内容 所蔵資料全てにＩＣタグを取り付け、図書資料を管理、ま

た、利用者自身による図書の貸出・返却を可能とすること

により、図書館利用者の利便性を向上 
 

 

28



 

 

 

 〇 ビジネス支援センター運営事業  【国、一般財源】 (商工企業立地課) 45,500 

  
中小企業の経営支援や学生と企業との交流を行う「射水市ビジネス支援セ

ンター」の運営委託 
 

   
事業内容 ①高い専門性を兼ね備えたビジネスアドバイザーが行う中

小企業の経営支援等 

②学生と企業との交流 
 

      

 [新] 中小企業カーボンニュートラル推進事業  【国（重点支援地方交付金）】 

  (商工企業立地課) 20,000 

  
市内企業のGXを推進するため、省エネ機器への更新及び設備改良を支援す

るとともに、セミナー等の開催により市内中小企業の事業継続をサポート 
 

   
事業内容 ①省エネ機器への更新及び設備改良にかかる支援 

②セミナーの開催 
 

      

 〇 アグリテックバレー推進サポートセンター運営事業 【国、一般財源】 28,193 

  (農林水産課)  

  
  農業の成長産業化を目指す「射水市アグリテックバレー推進サポートセ

ンター」の運営委託 
 

   
事業内容 ①新規就農者の確保、育成 

②生産性、収益性の向上につながる取組の推進等 
 

      

 〇 農業経営支援事業補助金  【一般財源】 (農林水産課) 10,000 

  
農業経営の安定化、経営体の育成等に資する農業用機械の更新等に対する

支援 
 

   事業内容 1経営体当たり事業費限度額1,000万円の10％以内を補助  

      

２ 元気な産業 多彩な仕事 

(単位︓千円） 
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 〇 オーガニック野菜等生産拡大支援事業  【一般財源】 (農林水産課) 3,000 

  園芸作物の生産拡大に必要な機械・施設の導入に要する経費の一部を支援  

   
事業内容 園芸作物の生産拡大に必要な機械・施設の導入に要する経

費の一部を補助（補助限度額100万円、有機農業の場合

150万円） 

 

      

 〇 産地づくり対策補助金  【一般財源】 (農林水産課) 35,250 

  
需要に応じた米の生産目標に向けて、転作を行う者への作付面積に応じた

補助 
 

   事業内容 転作（大豆、大麦、麦跡大豆）等に対する補助  

      

 [新] 水産業強化支援事業補助金  【国、県、一般財源】 (農林水産課) 275,655 

  
水産業振興（経営構造改善・資源増殖）を図るため漁業関係団体に対する

支援 
 

   事業内容 新規漁具倉庫及び海上養殖生簀設置への補助  

      

 〇 漁獲共済助成金  【一般財源】 (農林水産課) 4,800 

  漁業経営の安定化を図るため漁獲共済に加入している漁業者に対する補助  

   事業内容 漁業者負担額の20％  

      

 〇 漁船保険助成金  【一般財源】 (農林水産課) 3,000 

  漁業経営の安定化を図るため漁船保険に加入している漁業者に対する補助  

   事業内容 漁業者負担額の15％  

      

 [拡] もみ殻シリカ灰肥料普及拡大支援事業  【一般財源】 (農林水産課) 7,230 

  
地域資源（もみ殻）を活用して生成されたもみ殻シリカ灰を原材料とした

土壌改良資材肥料の普及・拡大の取組に対する支援 
 

   事業内容 もみ殻シリカ灰肥料購入費補助（補助率︓5％）  
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 〇 企業立地助成事業  【県、一般財源】 (商工企業立地課) 593,404 

  市内への企業立地や設備投資の促進、あわせて、雇用の創出を支援  

   
事業内容 ①企業立地奨励事業助成金 

②雇用創出企業立地支援事業助成金 

③宿泊施設立地促進助成金 
 

      

 〇 事業承継マッチング支援事業  【国、一般財源】 (商工企業立地課) 5,000 

  
市内事業者の事業承継を推進するための機運醸成及び事業者と後継者との

マッチングを支援 
 

   
事業内容 ①事業承継マッチングサイトの運営 

②事業承継セミナーの開催 ほか 
 

      

 〇 採用促進応援事業  【国、一般財源】 (商工企業立地課) 4,400 

  
インターンシップの実施を伴走的にサポートすることにより、市内中小企

業等の雇用確保を支援 
 

   
事業内容 ①インターンシップ導入への伴走型支援 

②市内企業のインターンシップ情報及び求人情報の発信 

③市内企業と求職者のマッチングイベントの開催 
 

      

 〇 女性等の多様な働き方支援事業  【国、一般財源】 (商工企業立地課) 6,700 

  

市内企業の人材不足解消に繋げるため、外注可能な業務の切り出しを支援

し、切り出した業務について就労に時間的制限がある女性等がチャレンジジ

ョブとして取り組むことで、社会参加を促し、経済的自立や望む働き方の実

現を支援 

 

   
事業内容 ①スキルアップ講座 

②チャレンジジョブ ほか 
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 [新] 法務局地図作成事業の支援  【一般財源】 (用地課) 6,732 

  
令和9年度から実施予定の三ケ・戸破地区における、国による地図作成事業

を円滑に進めるための事前準備として必要な支援策を実施。 
 

   
事業内容 市有地と民地の境界について、立会確認を行った紙の資料

（平成17～令和4年度）を事業活用のためにPDF化し、

GISシステムへ登録する業務を委託 
 

      

 〇 市道新設改良事業  【市債、一般財源】 (道路課) 90,000 

  市道整備を実施  

   事業内容 継続10路線（市道大江1410号線外）  

      

 〇 市道幹線道路整備事業（社会資本整備総合交付金事業）  【国、市債、一般財源】   176,545 

  (道路課)  

  市道幹線道路の整備を実施  

   事業内容 市道朴木赤井線、市道三ケ34号線、市道大門針原線  

      

 [拡] 通学路交通安全プログラム交通安全対策事業  【国、市債、一般財源】 16,000 

  (道路課)  

  通学路交通安全プログラムに基づき優先度の高い箇所から対策工事を実施  

   事業内容 市道作道三ケ線外  

      

 〇 橋梁長寿命化・耐震化対策事業  【国、市債、一般財源】       (道路課) 195,860 

  橋梁の定期点検及び計画的な長寿命化工事を実施  

   事業内容 新高木橋、上河原橋外  

３ 住みたい 住み続けたい 

(単位︓千円） 
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 〇 下水道施設改築事業  〔下水道事業会計〕 (下水道工務課) 1,531,400 

  
下水道施設の点検・調査、計画的な施設改築を行い下水道機能の安定化を

推進 
 

   

事業内容 ①汚水管・雨水管改築 

②雨水ポンプ場改築 

③マンホールポンプ場改築 

④雨水幹線ストックマネジメント計画実施設計 等 

 

      

 〇 水道管路更新事業  〔水道事業会計〕 (上水道工務課) 1,222,011 

  水道管路を更新し安定給水と耐震化を推進  

   
事業内容 ①西部幹線更新工事 

②主要幹線耐震化工事 

③老朽管改良工事  等 
 

      

 〇 水道施設更新事業  〔水道事業会計〕 (上水道工務課) 183,449 

  水道施設を更新し安全・安心な水の供給を推進  

   
事業内容 ①配水監視設備更新 

②井戸更新等 
 

      

 [新] 建築物耐震対策緊急促進事業  【国、県、一般財源】 (建築住宅課) 290,452 

  
耐震性が低いカモン新湊ショッピングセンターは、今後、大規模地震が発

生した場合、倒壊する可能性が高いことから、所有者に対して解体費用の一

部を助成 

 

   事業内容 国の補助事業を利用した解体費用の助成  

    （国1/3、県市1/3、所有者1/3）  

      

 〇 木造住宅耐震改修等支援事業  【国、県、一般財源】 (建築住宅課) 19,760 
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地震に強い安全なまちづくりを目指すため、旧耐震基準の木造住宅に対す

る耐震改修等及びブロック塀等の撤去・再設置費用の一部を助成（令和8年度

からブロック塀等の撤去等費用の補助額を増額） 

 

   

事業内容 耐震改修等、危険ブロック塀等の撤去・再設置及び耐震シ

ェルター等設置費用の一部を助成 

・耐震改修（限度額120万円/戸） 

・補強設計（限度額20万円/戸） 

・リフォーム（限度額30万円/戸） 

・【拡】ブロック塀等撤去（限度額12万円/戸） 

・【拡】ブロック塀等撤去・再設置（限度額18万円/戸） 

・耐震シェルター設置（限度額60万円/戸） 

・防災ベッド設置（限度額20万円/戸) 

 

      

 [新] 空き家利活用等へのＳＩＢ導入支援業務  【一般財源】 1,043 

  (観光まちづくり課)  

  
空き家の利活用等を一層加速させるため、民間資金を活用するＳＩＢ（ソ

ーシャル・インパクト・ボンド）の手法の導入に向けた取組 
 

   

事業内容 民間資金を活用し、移住・空き家トータルサポート業務を

拡充させ、空き家の掘り起こしから空き家利活用事業の促

進までの一連の取組の規模を拡大して実施する仕組みの構

築に向けた取組 

 

      

 [拡] 空き家利活用支援事業  【国、一般財源】 (観光まちづくり課) 5,000 

  
地域の活性化や居住環境の改善を図るため、空き家を利活用する取組を支

援 
 

   

事業内容 国の空き家対策総合支援事業を活用し、地域コミュニティ

の維持・再生の用途に10年以上利活用する場合の補助上

限を拡充（1,000千円→2,000千円）、また、空き家活用

、除却を判断するための実現可能性調査に係る費用や家財

の整理・撤去に要する費用を新たに補助対象に追加 
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 [新] 市防災気象情報改修事業  【一般財源】 (防災・資産管理課) 3,190 

  
気象庁の気象警報等の名称変更に伴い、市の防災気象情報（ウェブページ）

を改修し、市民の安全安心を確保 
 

   事業内容 防災気象情報（ウェブページ）の改修  

      

 〇 防災啓発促進事業  【一般財源】 (防災・資産管理課) 705 

  
近年の大雨被害や震災による市民の防災意識の高まりを受け、各地域にお

ける防災士養成を支援するとともに、防災士による市政出前講座等を積極的

に開催し、更なる防災意識を醸成 

 

   
事業内容 ①地域振興会から推薦された方の防災士養成研修講座受講

料や防災士資格試験料及び登録料を支援 

②防災士による市政出前講座等の開催 
 

      

 〇 雨水対策事業  〔下水道事業会計〕 (下水道工務課) 544,450 

  雨水対策に係る事業を計画的に実施  

   
事業内容 ①作道第1排水区、小島排水区、堀岡排水区雨水排水対策

施設整備 

②雨水管理総合計画の見直し 等 
 

      

 [新] 消火栓の新設・移設及び修繕  〔市債〕 (消防本部総務課) 39,100 

  消火栓を計画的に整備  

   
事業内容 ①鏡宮地内消火栓新設 

②新開発地内消火栓新設 

③消火栓移設及び修繕工事 
 

      

 [新] 防火水槽新設工事  【市債】 (消防本部総務課) 23,300 

  防火水槽を計画的に整備  

   事業内容 久々湊地内防火水槽新設  
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 [新] 消防団屯所新築・改修工事  【市債】 (消防本部総務課) 90,300 

  消防団拠点施設を計画的に整備  

   
事業内容 ①大門分団屯所改修工事 

②大島分団屯所移転新築工事実施設計 
 

      

 〇 除雪対策費  【国、市債、一般財源】 (道路課) 330,870 

  道路の機械除雪を実施し、降雪期の円滑な道路交通を確保  

   
事業内容 ①車道・歩道の機械除排雪、凍結防止剤散布等 

②雪捨場管理 
 

      

 〇 地域ぐるみ除排雪促進事業  【県、一般財源】 (道路課) 15,914 

  地域に小型除雪機械を貸与し、地域の生活道路や歩道などの除排雪を実施  

   
事業内容 ①小型車両系建設機械講習会の開催 

②小型除雪機械購入費 
 

      

 〇 消雪施設維持管理事業  【国、市債、諸収入、一般財源】 (道路課) 247,633 

  消雪施設の計画的な更新と維持管理を実施  

   事業内容 消雪施設更新工事、消雪施設遠隔管理システム整備  

      

 〇 高齢者運転免許自主返納支援事業  【一般財源】 (生活安全課) 900 

  
高齢者ドライバーが加害者となる交通事故の減少を図るため、65歳以上の

高齢者における運転免許証の自主返納を支援 
 

   

事業内容 65歳以上の運転免許証自主返納者を対象に、移動にかか

る経費を支援(以下より選択） 

①コミュニティバス等無料乗車証(5年間） 

②万葉線回数券(2万円相当) 

③加越能バス回数券(2万円相当) 

④富山地方鉄道ＩＣカード(2万円相当) 

 

      

36



 〇 防犯カメラ設置工事  【一般財源】 (生活安全課) 4,375 

  
防犯対策を強化するため、地域の要望を踏まえつつ、警察等と協議し、防

犯カメラが必要な個所に整備 
 

   事業内容 防犯カメラの整備（7か所9台）  
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 [拡] 第3次射水市男女共同参画基本計画策定業務  【一般財源】 2,984 

  (市民活躍・文化課)  

  
「第2次射水市男女共同参画基本計画」の終了を踏まえ、令和9年度から開

始する「第3次射水市男女共同参画基本計画」を策定 
 

   
事業内容 男女共同参画を推進するため、近年の制度改正や国・県の

計画などを踏まえて計画を策定 
 

      

 〇 女性のための専門相談  【一般財源】 (市民活躍・文化課) 631 

  女性のための無料相談窓口を開設  

   事業内容 女性カウンセラーによる女性のための無料相談窓口を開設  

      

 〇 特設人権相談所  【一般財源】 (市民活躍・文化課) 21 

  人権相談所を開設  

   
事業内容 ①市民を対象とした人権相談所を開設 

②相談窓口︓救急薬品市民交流プラザ、新湊交流会館、 

大門総合会館、射水市役所、下村コミュニティセンター 

 

      

 〇 成年後見制度利用促進事業  【一般財源】 (地域福祉課) 2,976 

  呉西地区成年後見センターの運営事業負担金  

   
事業内容 成年後見センターを呉西6市で連携して運営し、成年後見

制度の利用を支援 
 

      

 〇 生活困窮者自立相談支援事業  【国、一般財源】 (社会福祉課) 17,283 

  生活に困窮する方の相談対応及び相談者の状況に応じた支援の実施  

   事業内容 社会福祉士等の専門職による支援体制づくり及び相談支援  

４ 自分らしく あなたらしく 

(単位︓千円） 
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 〇 生活困窮者就労準備支援事業  【国、一般財源】 (社会福祉課) 2,191 

  生活習慣の見直しや職場見学、就労体験等の就労に向けた支援の実施  

   事業内容 就労支援員の配置及び相談者の状況に応じた支援  

      

 〇 生活困窮者家計改善支援事業  【国、一般財源】 (社会福祉課) 1,391 

  家計の見直し、滞納の解消や債務整理等に向けた支援の実施  

   事業内容 家計改善支援員の配置及び相談者の状況に応じた支援  

      

 〇 アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業  【国、一般財源】 3,472 

  (社会福祉課)  

  
ひきこもり状態等の事情から相談機関に出向くことが困難な方へ訪問や

SNS等のアウトリーチによる社会参加に向けた支援の実施 
 

   
事業内容 アウトリーチ支援員の配置による相談者とのつながりの確

保・信頼関係の構築、関係機関への相談同行及び就労支援

等 
 

      

 [拡] 40歳・50歳節目ドック助成事業  〔国保特会〕 (保険年金課) 2,974 

  節目年齢（40歳、50歳）の国民健康保険人間ドック助成額を拡大  

   

事業内容 射水市民病院の「日帰り人間ドック」を本人負担額1,000

円で受検 

①対象者︓令和8年度に節目年齢（40歳、50歳）の国民健

康保険被保険者 

②助成額︓検査費用総額から本人負担額（1,000円）を控

除した全額 
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 〇 地域包括支援センター運営事業  【国、県、諸収入、一般財源】  (地域福祉課) 106,000 

  高齢者やその家族などが相談できる総合的な相談窓口を市内6か所に設置  

   
事業内容 介護予防ケアマネジメント等介護や健康に関する相談支援

や成年後見制度の活用支援等 
 

      

 〇 福祉人材就労定着緊急支援事業  【一般財源】  6,500 

 (社会福祉課、介護保険課、子育て支援課)  

  
市内の民間福祉事業所で新規に正規雇用される福祉人材に奨励金を支給し

人材を確保 
 

   

事業内容 ①就労奨励金 20万円 

②県内移住者（引越費用等）最大20万円 

③射水市内移住者 10万円 

④継続就労奨励金 5万円（3年、5年、7年継続勤務時） 

⑤継続定住奨励金 5万円（3年、5年、7年継続勤務時） 

 

      

 
[新] 第8期射水市障がい者福祉計画(第4期射水市障がい児福祉計画)策定支

援業務委託  【一般財源】 

4,400 

  (社会福祉課)  

  
現行の障がい者(児)福祉計画が令和8年度をもって終期を迎えることから、

法令に基づき次期計画を策定 
 

   

事業内容 ①現行計画の検証及び国・県動向の把握 

②アンケート調査の実施及び結果分析 

③地域課題の抽出及び障がい福祉施策の方向性の検討 

④障害福祉サービス等の推計及び目標量の設定 

などの策定支援 

 

      

５ 寄り添い 支え合う 

(単位︓千円） 
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[新] 重度心身障がい者等医療費助成の現物給付化に向けたシステム改修   
【市債、諸収入、一般財源】 

14,718 

  (社会福祉課)  

  
市単独事業にかかる医療費助成について、現行の償還払方式から現物給付

方式へ移行するために必要なシステムを改修 
 

   
事業内容 身体3級又は療育Bの方の医療費助成について、標準化シ

ステム改修と合わせ、償還払方式から現物給付方式へ移行 
 

      

 〇 障がい者地域活動支援センター運営事業  【一般財源】 (社会福祉課) 24,000 

  
障がいのある人が地域で自立した日常生活や社会生活を営むための機会を

提供するための場所を市内4か所に設置 
 

   
事業内容 ①創作的活動及び生産活動の機会の提供 

②社会との交流促進 等 
 

      

 〇 障がい者相談支援事業  【一般財源】 (社会福祉課) 8,800 

  
障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がい者やその家族

の方が相談できる相談窓口を市内4か所に設置 
 

   

事業内容 ①福祉サービス利用のための相談、情報提供 

②社会資源活用のための支援 

③ピアカウンセリング 

④専門機関の紹介 等 

 

      

 〇 基幹相談支援センター運営事業  【国、県、一般財源】 (社会福祉課) 11,000 

  
地域の相談支援の拠点として総合的・専門的な相談や地域の相談支援体制

の強化の取組等を実施 
 

   
事業内容 ①総合的・専門的な相談支援 

②相談支援体制の強化 

③障がい者総合支援協議会の運営補助 等 
 

      

 〇 ひきこもり支援推進事業  【国、一般財源】     (社会福祉課、地域福祉課) 6,403 
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ひきこもり当事者及び家族への相談会の開催や、多様な支援ニーズや課題

を抱える方の居場所の提供等による支援 
 

   

事業内容 ①ひきこもり相談窓口設置 

②出張相談 

③居場所の提供 

④ひきこもりサポーターの養成 等 

 

      

 〇 認知機能検診事業  〔介護特会〕 (地域福祉課) 1,578 

  もの忘れが不安な高齢者に対し無料で認知機能検診を実施  

   
事業内容 ①認知症サポート医による検診 

②認知症の前段階（軽度認知障害）の状態の気付きと適切

な対応 
 

      

 [拡] 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業  【諸収入】 11,553 

  (保険年金課)  

  高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を拡大  

   

事業内容 ①関係課・団体と連携し、全27地域振興会でフレイル予

防教室を開催 

②医療専門職が地域の健康課題に応じた講義を実施 

③「後期高齢者質問票」で健康状態を把握し、支援が必要

な方に個別支援 

 

      

 [新] 保健センター屋上防水工事  【市債、一般財源】 (保健センター) 25,000 

  老朽化が著しい保健センターの雨漏り改善のため、屋上防水工事を実施  

   事業内容 保健センター屋上防水工事の実施  

      

 [新] 朝ごはん食べようプロジェクト  【一般財源】 (保健センター) 263 

  
朝食摂取に対する意識改革、行動変容及び朝食摂取率の増加を目的に朝食

レシピコンテストの開催等を実施 
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事業内容 ①朝食レシピコンテストの実施 

②朝食についてのタペストリー作成 

③のぼり旗の作成 

④レシピをHPやSNSで発信 

 

      

 〇 がん対策推進事業  【県、諸収入、一般財源】 (保健センター) 102,277 

  がん知識の普及啓発と各種がん検診の実施  

   

事業内容 ①がん知識の普及啓発 

・若い世代を対象にSNSを活用した周知啓発 

・年齢、受診履歴等から対象者を絞った個別の受診勧奨 

・がんについてのクイズとパネル展示 

②がん検診の実施（胃・肺・大腸・子宮・乳等） 

・節目、重点年齢の検診自己負担金の無料化 

・夕方検診、日曜検診の実施 

・託児付き検診の実施 

 

      

 [新] 高岡市急患医療センター耳鼻咽喉科の新設事業  【一般財源】 7,289 

  (保健センター)  

  
耳鼻咽喉科の休日在宅当番医制度について、高岡医療圏（高岡市・射水市

・氷見市）の3市で費用を負担し、高岡市急患医療センターに耳鼻咽喉科を新

設することで一次救急医療体制を確保 

 

   
事業内容 耳鼻咽喉科新設に伴う初期費用、運営費用を3市で負担 

（令和8年度は初年度のため初期費用のみ予算計上） 
 

      

 〇 高度医療機器整備事業  〔病院事業会計〕        (市民病院経営管理課) 197,378 

  市の中核病院として体制強化を図るため、高度医療機器を整備  

   事業内容 医療器械、備品等を整備  

      

 〇 看護師奨学資金貸与事業  〔病院事業会計〕       (市民病院経営管理課) 6,000 
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将来、市民病院に勤務しようとする看護学生を支援するため、奨学資金を

貸与 
 

   
事業内容 ①対象 看護学校等に在学する者で、他の奨学金を受けて

いない者 

②金額 5万円/月 ※返還免除規程あり 
 

      

 〇 「子どものこころの外来」運営  〔病院事業会計〕   (市民病院経営管理課) 1,868 

  
心の問題や発達障害を抱える子どもへの診療体制の強化を目的とした専門

外来を運営 
 

   
事業内容 市民病院内で「子どものこころの外来」を運営 

診療内容︓発達障害、不登校、睡眠障害、不安障害など 
 

      

 [新] RSウイルス感染症定期予防接種（母子免疫ワクチン）  【一般財源】 15,930 

  (保健センター)  

  乳児のRSウイルス感染症の予防のため妊婦へワクチン接種を実施  

   
事業内容 妊娠28週から37週未満の妊婦を対象に、妊娠ごとにRSウ

イルスワクチン（母子免疫ワクチン）を1回接種（自己負

担無料） 
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 〇 台湾への観光プロモーション事業  【国、一般財源】 11,500 

  (観光まちづくり課)  

  
台湾から本市への誘客を促進するため、台湾の旅行会社等に対しＰＲ

を実施 
 

   
事業内容 台湾の旅行会社へ「射水のすし」を切り口としたトッ

プセールス活動及び現地観光商談会、試食会の開催等 
 

      

 [新] 凧文化継承事業  【一般財源】 (観光まちづくり課) 800 

  連綿と受け継がれてきた「凧文化」を継承する事業を実施  

   

事業内容 学校、PTA、地域振興会、自治会、児童クラブからの

申請により、凧作り教室を実施 

①中学生以下の凧材料費を1/3程度補助 

②凧作り教室講師謝礼を支援 

 

      

 〇 第60回富山新港花火大会  【一般財源】 (観光まちづくり課) 10,000 

  
ベイエリアの魅力を発信し、本市の活性化を図るため、花火大会を実

施 
 

   事業内容 第60回富山新港花火大会の開催  

      

 〇 若者世帯定住促進家賃補助金 【一般財源】 (観光まちづくり課) 7,775 

  
子育て世帯又は転入世帯が新たに市内の民間賃貸住宅に居住した場合

に、家賃の一部を補助 
 

   

事業内容 家賃負担額の1/2を補助 

所得要件 500万円未満 

（県外転入世帯は所得要件を撤廃し、拡充） 

限度額 ①29歳以下の夫婦等 2万円／月 24か月 

 

６ みつけて、みがく 知って、広める 

(単位︓千円） 
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    ②39歳以下の夫婦等 1万円／月 24か月 

      

 〇 移住・空き家トータルサポート業務  【国、一般財源】 16,499 

  (観光まちづくり課)  

  
本市への訪問や移住・定住を促す情報発信、住まい（空き家）や仕事

などの相談、移住後の定着支援などをワンストップで行う窓口を運営 
 

   
事業内容 移住検討者や空き家希望者への情報発信、住まいや仕

事などの相談・サポート、空き家等情報バンクの運営

・管理、市内の案内、移住者への定着支援 

 

      

 〇 25歳のいみずの同窓会開催業務委託  【国、一般財源】 1,000 

  (観光まちづくり課)  

  
本市への移住・定住の促進を図るため、首都圏等に在住・在勤してい

る25歳前後の本市出身者に市の魅力を改めて認識いただき、Uターンす

るきっかけを提供 

 

   
事業内容 首都圏等に在住・在勤している25歳前後の本市出身者

が一堂に集まる交流イベントを都内等で開催 
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 〇 多文化共生まちづくり交流会  【一般財源】 (市民活躍・文化課) 100 

  
地域の日本人住民と外国人住民とが互いの文化や価値観などの相互理解を

深めるための交流会を開催 
 

   事業内容 外国人住民が多く居住する地区において交流会を開催  

      

 〇 外国人ヘルプデスク事業  【国、一般財源】 (市民活躍・文化課) 2,700 

  
外国人への情報提供や相談を多言語かつワンストップで受け付け、生活支

援の充実を図り、多文化共生社会の形成を推進 
 

   
事業内容 場所︓本庁舎1階、時間︓13時～16時（平日） 

相談員及び翻訳機により113言語に対応 
 

      

 〇 国際交流事業補助金  【一般財源】 (市民活躍・文化課) 400 

  
市民の国際理解、友好都市等との交流を推進するため、市内の団体が実施

する交流事業を支援 
 

   

事業内容 ①海外事業 友好都市台湾台北市士林区を訪問し、団体等

と交流する場合に要する経費を補助（限度額︓50万円） 

②国内事業 海外からの団体等を本市に受け入れて交流す

る場合に要する経費を補助（限度額︓15万円） 

 

      

 [拡] 誰もが夢をカタチにできる人流イノベーションシティ射水創造事業  【国、一般財源】   

  (政策推進課) 138,144 

  
地域未来交付金を活用し、新しい暮らし方への挑戦（活動・移住・仕事）

を応援する事業、エリアの魅力を発信する事業、新たな人流を生み出す地域

交通事業などを展開 

 

   
事業内容 ①射水市ビジネス支援センター運営事業 

②学生と企業との交流事業 
 

７ 人と人 今と未来をつなぐ 

(単位︓千円） 
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③市内商店街空き店舗調査事業 

④空き店舗と創業希望者とのマッチング事業 

⑤女性等の多様な働き方支援事業 

⑥内川周辺エリアリノベーションまちづくり推進事業 

⑦移住・空き家トータルサポート事業 

⑧空き物件チャレンジショップ応援事業 

⑨魅力的なまちなみ形成事業 

⑩電動キックボード等の新しい移動手段の実証運行事業 

⑪ウォーカブルなまちづくり推進事業 

      

 [新] スポーツツーリズム推進事業  【国、一般財源】  7,167 

 (生涯学習・スポーツ課)  

  
スポーツ資源や気候、環境など本市の強みを生かし、大会・合宿・イベン

ト等の誘致といったスポーツツーリズムを推進できる体制を整え、交流人口

拡大、消費活動を増大させ、経済活性化、地域活性化を推進 

 

   

事業内容 ① 地域おこし協力隊（スポーツツーリズム推進コーディ

ネーター）を任用 

② スポーツ合宿実証事業の実施 

③ 専門外部人材によるスポーツコミッション設立支援及

びコーディネーター育成の実施 

 

      

 〇 まちづくりコーディネーター配置事業  【一般財源】 (政策推進課) 10,577 

  
地域住民との交流やまちづくり活動への参画を通じ、エリアの魅力向上を

図る地域おこし協力隊を2名配置（新湊地区、小杉地区） 
 

   
事業内容 内川周辺、小杉駅周辺のまちづくりや魅力向上につながる

ソフト事業を展開 
 

      

 〇 公募提案型市民協働事業  【一般財源】 (市民活躍・文化課) ３,000 

  
市民の自由な発想を生かした多様で効果的・効率的な公共サービスを提供

するため、各種団体の特性を生かした事業の提案を募集 
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事業内容 提案団体と市がともに公共サービスの担い手となり、協働

で事業を実施 

※事業に要する経費の3/4以内（限度額100万円）を補助 
 

      

 〇 地域提案型市民協働事業  【一般財源】 (市民活躍・文化課) 1,133 

  
地域が抱える問題・テーマの解決や地域にあったまちづくりの実現に向け

地域振興会から提案を募集 
 

   事業内容 地域振興会が主体となり実施（限度額20万円）  

      

 〇 地域型市民協働事業交付金  【基金、一般財源】 (市民活躍・文化課) 165,877 

  
市民自らが地域の課題を解決し、地域にあったまちづくりを実現するため

に地域振興会と市が協働でまちづくりを推進 
 

   事業内容 地域振興会の活動に対して交付  

      

 〇 単位自治会等公民館建設等補助金  【一般財源】 (市民活躍・文化課) 6,726 

  集会施設建設事業等に要する経費を補助  

   
事業内容 ①新築、増改築:補助基準額の1/4以内（限度額500万円） 

②修繕:実施価格の1/5以内（限度額300万円） 
 

      

 [新] コミュニティセンター改修事業  【市債、一般財源】    (市民活躍・文化課) 21,000 

  
射水市公共施設個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を図るため、三ケ

コミュニティセンター改修工事に向けた実施設計を実施 
 

   事業内容 三ケコミュニティセンター改修工事実施設計  

      

 〇 学生・生徒によるまちづくり事業  【一般財源】 (政策推進課) 2,042 

  
学生・生徒の地域活動への参画機会の充実や高等教育機関、市内県立高等

学校との連携事業により地域課題の解決を図り、学生・生徒が参画するまち

づくりを推進 

 

   事業内容 ①学生のまちづくり推進会議    
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②射水学生まちづくりアイデアコンテスト 

③市内県立高等学校との連携推進事業 

      

 〇 環境調査事業  【一般財源】 (環境課) 6,807 

  大気・水質・騒音等に関する環境調査を実施  

   
事業内容 ①大気汚染調査業務 

②河川及びため池等に係る水質環境調査業務 

③自動車騒音常時監視面的評価業務     ほか 
 

      

 〇 美化対策事業  【県、一般財源】 (環境課) 4,709 

  市内一斉クリーン大作戦の実施等により、市内の美化対策を推進  

   

事業内容 ①市内一斉クリーン大作戦の実施 

②アダプト・プログラムの実施 

③不法投棄監視員の委嘱 

④不法投棄監視パトロール員の任用 

 

      

 〇 バイオマス仕様収集指定袋製作  【一般財源】 (環境課) 74,810 

  
石油資源の使用を抑制し、市民の環境意識の向上を図るため、家庭系可燃

ごみ収集指定袋の原料にバイオマス原料10％混入 
 

   
事業内容 家庭系可燃ごみ収集指定袋の原料の一部にサトウキビの搾

りかすから作られた「バイオマスポリエチレン」を配合 
 

      

 [拡] プラスチック資源循環推進事業  【一般財源】 (環境課) 634 

  
環境保全の推進及び循環型社会の構築のため、プラスチック資源のリサイ

クル推進事業を実施 
 

   

事業内容 ①「プラスチック使用製品廃棄物」と「プラスチック製容

器包装」を「プラスチック資源」として一括回収（対象地

区を市内全域に拡大） 

②プラスチック資源常時回収ボックスの設置 

③市庁舎のプラスチック資源処理（産業廃棄物処理） 
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 〇 資源再利用推進報奨金  【一般財源】 (環境課) 4,200 

  
資源リサイクルの推進を目的に集団資源回収を行う団体に対し、報奨金を

交付 
 

   
事業内容 ①対象品 新聞、雑誌、牛乳パック、段ボール、布類・繊

維類 

②交付金額 1kg当たり3円 
 

      

 〇 ひとり暮らし高齢者等ごみ戸別収集事業  【一般財源】       (環境課) 4,208 

  
ごみステーションまでの搬出が困難なひとり暮らし高齢者等のごみ収集を

実施 
 

   
事業内容 ひとり暮らし高齢者等が排出する燃えるごみの戸別収集を

実施 
 

      

 〇 最終処分場整備事業  【国、市債、一般財源】 (環境課) 631,985 

  野手埋立処分所の拡張工事を実施  

   
事業内容 野手埋立処分所拡張整備工事 

（継続費R7～R9︓1,575,357千円） 
 

      

 〇 いみず環境チャレンジ10事業  【一般財源】 (環境課) 10 

  
市内の小学４年生の児童がデジタル教材を活用し地球温暖化について学び

、家族と一緒に温暖化防止の取組を実施 
 

   
事業内容 ①地球温暖化に関する授業を実施 

②デジタル教材を使い、家族と一緒に10の取組を設定し

実践 
 

      

 〇 ＥＣＯキッズスクール事業  【一般財源】 (環境課) 46 

  
親子で一緒に環境について学び、省エネルギー・食品ロス削減・リサイク

ル・地産地消に対する関心を高め、家庭における脱炭素の取組を促進 
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事業内容 ①ソーラーライト工作教室（省エネルギー） 

②サルベージ・パーティ（食品ロス削減） 

③ペーパークラフト教室（リサイクル） 

④ＥＣＯバッグづくり（リサイクル・地産地消） 

 

      

 〇 芸術文化振興事業補助金  【一般財源】 (市民活躍・文化課) 69,170 

  芸術文化振興のため、公益財団法人射水市文化振興財団の事業運営に補助  

   事業内容 芸術文化事業の企画・実施  

      

 〇 芸術文化活動支援補助金  【一般財源】 (市民活躍・文化課) 7,971 

  市民主体の芸術文化活動の推進のため、市内芸術団体等に補助  

   
事業内容 ①射水市芸術文化協会活動補助金 

②射水市展開催補助金 

③芸術文化団体派遣等補助金  ほか 
 

      

 〇 芸術文化施設管理運営事業 【国（重点支援地方交付金）、市債、諸収入、一般財源】 

  (市民活躍・文化課) 345,683 

  市内芸術文化施設の管理運営  

   
事業内容 ①指定管理による芸術文化施設の管理運営、活用 

②施設修繕 

③【新】文化施設簡易劣化調査業務委託 

 

      

 [新] 放生津八幡宮祭の曳山・築山行事保存修理事業  【一般財源】 2,744 

 (生涯学習・スポーツ課)  

  
国重要無形民俗文化財「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」に使用する用

具等の修理 
 

   
事業内容 文化財保護団体が実施する修理事業（国庫補助事業）への

市補助金交付 
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 〇 北高木遺跡試掘確認調査  【国、県、一般財源】 8,829 

 (生涯学習・スポーツ課)  

  県営ほ場整備事業に先立つ埋蔵文化財試掘確認調査  

   
事業内容 ほ場整備事業計画と埋蔵文化財保護との調整を図るため、

事業計画地内に所在する北高木遺跡の試掘確認調査を実施 
 

      

 [新] 内川の情景に関する条例制定事業  【国、一般財源】 (観光まちづくり課) 7,026 

  
内川周辺エリアの情景を未来につなげていくため、内川の情景に関する条

例の制定に向けた取組 
 

   
事業内容 ①外部有識者による内川の情景に関する条例制定検討委員

会の開催 

②条例制定に向け専門事業者による伴走支援を委託 
 

      

 〇 内川周辺エリアリノベーションまちづくり推進事業  【国、一般財源】 17,939 

  (観光まちづくり課)  

  
地域課題の解決とエリアの価値向上を図るため、内川周辺エリアの空き物

件のリノベーションによる事業化を推進 
 

   
事業内容 内川周辺エリアの空き物件を題材に、リノベーションによ

る事業化希望者を募り、まちづくりの専門家を招いて事業

プランの作成を支援する実践型スクールの開催等 
 

      

 [拡] 放生津小学校跡地利活用検討事業  【国、一般財源】 16,854 

 (公共施設マネジメント推進課)  

  
令和９年度以降の速やかな利活用に向け、令和7年3月策定「放生津小学校

跡地施設の利活用に関する基本方針」に基づき、学びを通して、つながりを

大切にする居場所となるよう利活用を進める 

 

   
事業内容 ①地域住民等への情報提供・共有 

②運営予定事業者（事業パートナー）の選定 

③運営予定事業者による調査等 
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 [新] 公用車（所有車）包括管理事業  【一般財源】 (防災・資産管理課) 4,999 

  
リース契約車両以外で所有管理する公用車34台のメンテナンス契約を締結

し、公用車の確実な安全管理を確保 
 

   
事業内容 メンテナンス内容（車検、法定点検、故障修理、消耗部品

・タイヤ交換及び更新） 
 

      

 [新] 庁舎間ネットワーク 出先9機関構築事業  【一般財源】     (総務課) 2,243 

  
市民サービスと業務効率の向上を図るため、本庁舎と出先9拠点を結ぶ光ネ

ットワーク網の構成を再構築 
 

   

事業内容 現状リング状で構成されている庁舎間ネットワークを病院

・消防・本庁舎はリング状で、地区センター等はスター型

でネットワークを再構築。機器も集約し低コストで市民サ

ービスと業務効率の向上を図る。 

 

      

 〇 ＤＸ推進事業  【市債、諸収入、一般財源】 (未来創造課) 543,693 

  

射水市ＤＸビジョンVer.2.0で描く、あらゆるライフステージで幸せを実感

できる社会の実現に向け、県立大学との共同研究やワーキンググループの設

置など、組織全体で地域のＤＸに取り組むほか、デジタル技術を活用した業

務の効率化やデータ利活用を推進、また、県内市町村共同で自治体情報シス

テムの標準化を実施 

 

   

事業内容 ①高等教育機関等との共同研究 

②ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲの活用 

③人流分析ツールの活用 

④生成AIの活用 

⑤自治体情報システム標準化移行業務 

 

      

 [拡] 地域コミュニティDX活用モデル事業  【一般財源】 (市民活躍・文化課) 1,675 

  
DXを活用し、地域振興会や自治会・町内会活動の活性化、運営事務の効率

化、市民生活の利便性の向上等を図るため、電子自治会アプリ「結ネット」

の導入を支援 
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事業内容 ①導入初期費用及びランニングコストの補助 

②導入説明会の開催 

③自治会や地域振興会を対象としたワークショップの開催 
 

      

 [新] デジタル介護認定調査事業  〔介護特会〕 (介護保険課) 19,551 

  
介護認定調査に係る一連の業務のデジタル化に取り組み、事務の効率化に

よって、申請から認定までの期間を短縮し、より早期に介護サービスを利用

できる環境を整備 

 

   
事業内容 ①デジタル認定調査事業システムの構築 

②タブレット端末の購入等 
 

      

 [新] ＡＩ音声認識システム導入事業  〔病院事業会計〕 (市民病院医事課) 1,166 

  
医療用のＡＩ音声認識システムを導入し、診察時の問診内容を電子カルテ

に記録するテキストに自動変換することで、診療業務の効率化、患者の診察

時間の短縮など利便性を向上 

 

   事業内容 診察時にＡＩ音声認識システムを導入  

      

 [新] 人間ドックweb予約システム導入事業  〔病院事業会計〕 300 

  (市民病院医事課)  

  
人間ドックの予約をwebで行うことで、24時間受付可能とし、受診者の利

便性を向上 
 

   事業内容 人間ドックのweb予約システムを導入  
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令和８年度当初予算特別枠事業一覧

 1 こどもまんなか社会実現 （単位：千円）
新規 再

拡充 掲

1
拡

充
放生津小学校跡地利活用検討事業 16,854

R９年度以降の速やかな利活用に向け、R７年３月策定「放生津小学校跡地施設の利活用に関する基本方

針」に基づき、周辺エリアも含めた関係人口・定住人口の増加につなげることを目指すもの。

公共施設マネジメント

推進課

2
拡

充
「のるーと射水」等運行事業 524,118

令和８年４月から全市域において「のるーと射水」の本格運行を開始するとともに、運行事業者による運

転手不足対策への支援、予約専用タブレットの設置等を実施するもの。
生活安全課

3
拡

充
放課後児童クラブ運営事業 210,417

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の家庭に代わる生活の場である放課後児童クラブを新たに２

か所開設するほか、運営に対する支援を充実するもの。
生涯学習・スポーツ課

4
新

規
こども見守りアウトリーチ事業 1,990

児童虐待防止に向けて子育て世帯が孤立しないよう支援するため、訪問により支援ニーズの高いこども等

の状況を把握しながら見守り、必要な支援につなげることができる体制の強化を推進するもの。
こども福祉課

5
継

続
給食材料費高騰対策支援事業 17,653

公立、民間保育園等の事業者に対し、児童一人につき月額490円（上限）を補助し、栄養バランスのとれ

た給食の提供を支援するもの。
子育て支援課

6
新

規
保育園等ICT化推進事業 726

公立の保育所等で使用している教育・保育支援システム（キッズビュー）にドキュメンテーション機能を

追加するもの。
子育て支援課

7
新

規
保育環境改善等事業（安全対策事業） 1,475

保育所等での性被害防止対策のため、パーテーション等を設置し、子どものプライバシー保護を図るも

の。
子育て支援課

8
新

規
児童館修繕事業 23,479

射水市公共施設個別施設計画では、大島児童館、海老江児童センターは今後の在り方を検討し方向性を決

定する時期に来ており、こどもまんなか社会の実現に向け、必要な修繕を行い、建物の長寿命化を図るも

の。

こども福祉課

9
新

規
保健センター屋上防水工事 25,000

老朽化が著しい保健センターの雨漏り改善のため、屋上防水工事を実施するもの。
保健センター

10
新

規
高岡市急患医療センター耳鼻咽喉科の新設事業 7,289

耳鼻咽喉科の休日在宅当番医制度について、高岡医療圏（高岡市・射水市・氷見市）の３市で費用を負担

し、高岡市急患医療センターに耳鼻咽喉科を新設することで一次救急医療体制を確保するもの。
保健センター

11
新

規
プレコンセプションケア事業 111

若い男女が日々の生活や健康と将来のライフプランを考えるプレコンセプションケアを推進するもの。
こども福祉課

12
拡

充
子育て支援アプリ『いみすく』by母子モの機能拡充 5,274

母子健康手帳機能と地域の子育て情報機能を併せもった、無料で利用できるアプリ『いみすく』by母子モ

の機能を拡充するもの。
こども福祉課

13
新

規
朝ごはん食べようプロジェクト 263

朝食摂取に対する意識改革、行動変容及び朝食摂取率の増加を目的に朝食レシピコンテストの開催等を実

施するもの。
保健センター

14
新

規
都市公園遊具等設置事業 268,644

市内の都市公園において、遊具等の新設や更新を実施し、安全性、快適性を向上させることで、子育て世

帯に選んでもらえる公園の整備。
都市計画課

15
拡

充
コミュニティ・スクール 8,156

学校・家庭・地域が連携・協働し、社会全体で学校や子どもたちの成長を支えることができるよう、学校

支援コーディネータ―の支援や、コーディネータ間の連携を深める取組を支援するもの。

学校教育課

生涯学習・スポーツ課

16
新

規
熱中症指標計プラットフォーム 3,555

学校敷地内の暑さ指数を管理できる熱中症指標計を設置し、熱中症対策の強化及び教員の負担軽減を図る

もの。
学校教育課

17
新

規
小学校（３校）照明LED化工事 41,078

当分、大規模改修工事に着手しない学校におけるLED化を実施するもの。
学校教育課

18
新

規
学校給食費無償化 483,478

学校給食の充実と食育の推進を図るため、また、保護者の経済的負担軽減を図るために給食費を無償化す

るもの。
学校教育課

19
新

規
小学校水泳授業業務委託 3,507

施設整備費の削減及び水泳授業の効率的な実施を図るため屋内プールでの水泳授業を実施するもの。
学校教育課

20
新

規
東明小スクールバス購入 12,000

東明小学校スクールバスの老朽化に伴い、車両を更新するもの。
学校教育課

21
新

規
片口小学校校舎改修工事（実施設計） 54,270

公共施設個別施設計画に基づき、築後30年経過し、老朽化が著しい片口小学校の校舎を大規模改修するも

の。
学校教育課

22
新

規
学校体育館への空調設備整備事業 823,865

教育環境の向上と防災機能の強化を図るため、学校体育館に空調設備を整備するもの。
学校教育課

23
拡

充
学校部活動の地域展開 32,908

生徒のスポーツ・文化芸術活動を学校部活動から地域クラブ活動へと転換するもの。 学校教育課

生涯学習・スポーツ課

24
新

規
こども電子図書館整備事業 8,107

電子図書を導入し、子育て世帯の方等が、場所や時間を問わず読書を楽しむことができる環境を整備し、

図書館サービスの向上を図るもの。
生涯学習・スポーツ課

小計 2,574,217

 2 「選ばれるまち射水」創生 （単位：千円）
新規 再

拡充 掲

1
継

続
女性活躍・DEI（多様性・公平性・包摂性）推進事業 3,410

女性の活躍促進を図るため、能力発揮や地域参画を後押しするとともに、固定的な性別役割分担意識やア

ンコンシャス・バイアスの解消に向けた取組を実施するもの。
市民活躍・文化課

2
拡

充
第３次射水市男女共同参画基本計画策定業務 2,984

「第２次射水市男女共同参画基本計画」の終了を踏まえ、令和９年度から開始する「第３次射水市男女共

同参画基本計画」を策定するもの。
市民活躍・文化課

3
拡

充
○ 放生津小学校跡地利活用検討事業 16,854

R９年度以降の速やかな利活用に向け、R７年３月策定「放生津小学校跡地施設の利活用に関する基本方

針」に基づき、周辺エリアも含めた関係人口・定住人口の増加につなげることを目指すもの。

公共施設マネジメント

推進課

4
新

規
「出会いの場」創出事業 2,700

結婚を意識していない若い世代が気軽に参加できる交流イベントの実施や、県が提供する出会い応援アプ

リ「TOYAMA goen（トヤマゴエン）」を導入する市内企業等に対し、導入負担金の一部を支援すること

で、出会いの場の創出を図るもの。

市民活躍・文化課

5
新

規

～DEIな避難所運営を目指して～

災害発生時外国人支援ボランティア育成研修
231

災害被災地における外国人支援の経験を有する多文化共生マネージャーを講師に招き、災害発生時に外国

人支援を行うボランティアの育成研修を行うもの。
市民活躍・文化課

6
新

規
空き家利活用等へのＳＩＢ導入支援業務 1,043

空き家の利活用等を一層加速させるため、民間資金を活用するＳＩＢ（ソーシャル・インパクト・ボン

ド）の手法の導入に向け取り組むもの。
観光まちづくり課

7
新

規
ＵＩターン促進奨学金返還支援助成金 5,000

ＵＩターンした若者が市内企業に就業した場合に、奨学金返還額を補助するもの。
観光まちづくり課

8
継

続
若者世帯定住促進家賃補助金 7,775

子育て世帯又は転入世帯が新たに市内の民間賃貸住宅に居住した場合に、家賃の一部を補助するもの。
観光まちづくり課

9
拡

充
いみず住まいづくり支援補助金 50,000

既存制度である「いみず住まい等応援事業補助金」と「指定宅地取得助成金」を統合し、事業内容の見直

しを行うことで住宅等の取得費用へのさらなる支援を実施するもの。 観光まちづくり課

10
拡

充
空き家利活用支援事業 5,000

地域の活性化や居住環境の改善を図るため、空き家を利活用する取組を支援するもの。
観光まちづくり課

11
新

規
庁舎間ネットワーク 出先9機関構築事業 2,243

市民サービスと業務効率の向上を図るため、本庁舎と出先9拠点を結ぶ光ネットワーク網の構成を再構築

するもの。
総務課

12
拡

充
地域コミュニティDX活用モデル事業 1,675

DXを活用し、地域振興会や自治会・町内会活動の活性化、運営事務の効率化、市民生活の利便性の向上

等を図るため、電子自治会アプリ「結ネット」の導入を支援するもの。
市民活躍・文化課

13
新

規
地域担い手育成・参画促進事業 1,994

地域の担い手不足を解消するため、地域活動を担う人材の育成や地域マネジメント力の向上を図るための

取組を実施するとともに、地域活動への関わりを後押しするポイント制度を試験的に導入するもの。 市民活躍・文化課

担当課No. 事業名 査定額 事業概要（90文字以内）
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新規 再

拡充 掲

14
拡

充
○ 「のるーと射水」等運行事業 524,118

令和８年４月から全市域において「のるーと射水」の本格運行を開始するとともに、運行事業者による運

転手不足対策への支援、予約専用タブレットの設置等を実施するもの。
生活安全課

15
新

規

介護人材対策事業（外国人介護人材雇用緊急支援事

業）
1,000

外国人を新たに雇用する介護サービス事業者に対し、雇用支援金（家賃補助や受入支援で、県補助対象経

費以外に負担した経費）を補助するもの。
介護保険課

16
新

規
介護スポットワーク活用支援事業 500

デジポックとやま実証実験の２年目として、スポットワークの普及・定着を支援するため、介護サービス

事業者が、短時間・単発の労務を内容とする雇用契約を仲介する事業のサービスを利用した際の手数料

（サービス利用料）を支援するもの。

介護保険課

17
新

規
介護認定調査のデジタル化事業 19,551

介護認定調査に係る、一連の業務のデジタル化に取り組み、事務の効率化によって、申請から認定までの

期間を短縮し、より早期に介護サービスを利用できる環境を整備するもの。
介護保険課

18
新

規
○ 保健センター屋上防水工事 25,000

老朽化が著しい保健センターの雨漏り改善のため、屋上防水工事を実施するもの。
保健センター

19
新

規
○ 高岡市急患医療センター耳鼻咽喉科の新設事業 7,289

耳鼻咽喉科の休日在宅当番医制度について、高岡医療圏（高岡市・射水市・氷見市）の３市で費用を負担

し、高岡市急患センターに耳鼻咽喉科を新設することで一次救急医療体制を確保するもの。
保健センター

20
拡

充
「ゼロカーボンシティいみず」推進事業 3,383

２０３０年温室効果ガス排出量５０％削減、２０５０年カーボンニュートラル達成を目指し、市民・事業

者・行政が一体となり「ゼロカーボンシティいみず」の実現に向けた各種事業を展開するもの。
環境課

21
新

規
法務局地図作成事業の支援 6,732

令和9年度から実施予定の三ケ・戸破地区における、国による地図作成事業を円滑に進めるための事前準

備として必要な支援策を実施するもの。
用地課

22
新

規
○ 学校給食費無償化 483,478

学校給食の充実と食育の推進を図るため、また、保護者の経済的負担軽減を図るために給食費を無償化す

るもの。
学校教育課

23
拡

充
○ 学校部活動の地域展開 32,908

生徒のスポーツ・文化芸術活動を学校部活動から地域クラブ活動へと転換するもの。 学校教育課

生涯学習・スポーツ課

24
新

規

「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」ユネスコ無形

文化遺産登録記念事業
4,385

放生津曳山記念巡行及び築山展示への補助並びに、富山県及びユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行

事」が所在する高岡・南砺・魚津市と連携した保存継承と魅力発信を行うもの。
生涯学習・スポーツ課

25
新

規
芸術文化公演活動促進奨励金 600

本市ゆかりの芸術家の公演活動を支援するとともに、市民に芸術的水準の高い公演を提供するもの。
市民活躍・文化課

小計 1,209,853

 3 震災復興、防災・減災 （単位：千円）
新規 再

拡充 掲

1
新

規
○

～DEIな避難所運営を目指して～

災害時外国人支援ボランティア育成研修
231

災害被災地における外国人支援の経験を有する多文化共生マネージャーを講師に招き、災害発生時に外国

人支援を行うボランティアの育成研修を行うもの。
市民活躍・文化課

2
新

規
コミュニティセンター改修事業 21,000

射水市公共施設個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を図るため、三ケコミュニティセンター改修工事

に向けた実施設計を行うもの。
市民活躍・文化課

3
新

規
デジタル防災行政無線システム更新実施設計業務 22,000

平成28年度に整備したデジタル防災行政無線システムの更新に係る実施設計を実施するもの。
防災・資産管理課

4
新

規
災害時情報共有システム導入事業 4,228

災害時における被害状況等の情報を一元的に集約し、迅速な情報共有を図るシステムを導入するもの。
防災・資産管理課

5
新

規
田んぼダム推進実証事業 165

農地での湛水被害や市街地での浸水被害を軽減されることを目的とした「田んぼダム」の取組活動を支援

し、事業効果を検証するために取り組むもの。
農林水産課

6
継

続
和田川浸水対策事業（水門施設改良工事） 35,000

和田川浸水対策の基本方針・概略設計業務等の内容を踏まえ、浸水被害の軽減に向けた水門施設改良工事

を実施するもの。
河川・港湾課

7
新

規
建築物耐震対策緊急促進事業 290,452

耐震性が低いカモン新湊ショッピングセンターは、今後、大規模地震が発生した場合、倒壊する可能性が

高いことから、所有者に対して解体費用の一部を助成するもの。
建築住宅課

8
継

続
宅地液状化防止事業 259,696

地震による液状化被害を軽減するため、港町地区において、道路等の公共施設と宅地の一体的な液状化対

策を実施するもの。
建築住宅課

9
新

規
○ 学校体育館への空調設備整備事業 823,865

教育環境の向上と防災機能の強化を図るため、学校体育館に空調設備を整備するもの。
学校教育課

小計 1,456,637

合計（再掲除く） 3,326,964

No. 事業名

No. 事業名 査定額

事業概要（90文字以内）査定額 担当課

事業概要（90文字以内） 担当課

57
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射水市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について 

 

　昨年６月、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

（以下「給特法」という。）が改正され、本年４月１日から服務監督教育委員会に

対して「業務量管理・健康確保措置」の策定が義務づけられることになったこと

から、同計画を策定し、総合教育会議における報告及び市ホームページで公表す

るもの。また、各学校では、本計画に基づき、学校運営協議会における協議等も

踏まえつつ、教育職員の働き方改革に向けた取り組みを実施する。 

 

１　趣旨 

　　教育職員の勤務状況を改善することで、働きやすさと働きがいを両立し、よ

りよい教育を行うことを目的として、教育職員が働きやすい環境づくりと、持

続可能な学校運営の実現に努めるもの 

 

２　計画期間 

　　令和８年度から令和１１年度まで（４年間） 

 

３　現状と目標 

【令和６年度教育職員時間外在校等時間の状況】 

　※令和４年度比：小学校 38時間／年の削減、中学校 103 時間／年の削減 

 

 

(1)　時間外在校等時間に関する目標 

・１箇月時間外在校等時間が 45時間以下の割合を 100％にする。 

・１年間における時間外在校等時間の平均時間を 360 時間以下にする。 

(2)　ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標　※【Ｒ６年度数値】 

・年間の年次有給休暇の平均取得日数を 15日以上にする。【14.6 日】 

・ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を 10％以下にする。【7.7%】 

・ストレスチェックにおける「仕事や生活の満足度」の５段階評価の５と４

の割合を５０％以上にする。【37.7％】 

 

４　業務量管理・健康確保措置の内容 

(1)　国が定めた指針に基づき、教師が教師でなければできない業務に専念で

きるよう、学校と教師の業務の３分類に沿い、業務改善を実施する。 

 

 年平均（月当たり） 月 45 時間を上回る割合 月 80 時間を上回る割合
 小学校 36 時間 46 分 31.7％ 1.9%
 中学校 35 時間 18 分 26.7％ 4.0％

教育委員会事務局学校教育課 資料１ 
３月定例会 総務文教常任委員会 

令和８年３月１０日

i099026
テキストボックス
資料４




ア　学校以外が担うべき業務 

・学校徴収金の徴収・管理 

・地域学校協働活動の関係者間の連絡調整等 

・保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案

への対応　 

イ　教師以外が積極的に参画すべき業務 

・ＩＣＴ機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理及び授業における活

用支援 

・学校プールの管理 

・児童生徒の休み時間における安全への配慮 

・学校部活動 

ウ　教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務 

・授業準備、学習評価や成績処理 

・学校行事の準備 

(2)　学校における措置の推進 

学校においては、適切な年間授業時数の設定や、日課表の工夫、デジタル

技術の活用等を行うとともに、学校運営協議会と協議・連携して、教育職員

が担う業務の適正化を図る。 

(3)　教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

教育職員の健康及び福祉を確保するため、相談窓口の周知・勧奨や年次有

給休暇の取得を推進する。 

 

５　関連する取組、今後のフォローアップについて 

(1)　射水市の HPでの公表、定例教育委員会及び総合教育会議での報告 

(2)　児童生徒等の支援にあたる医療・福祉に関する人材の確保 

(3)　出退勤管理システムやストレスチェックによる現状把握 

(4)　教育委員会による現状確認と指導 

(5)　デジタル技術の活用による学校における校務の効率化 

(6)　新学期準備期間の十分な確保（５日間以上） 

(7)　計画の周知と管理職向けのマネジメント等に関する研修の充実 

(8)　保護者や地域への計画の理解促進
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１　計画の趣旨・現状 

(1)　計画の趣旨       
本計画は、教育職員の勤務状況を改善することで、より健康な状態でその職務に励

むことができ、児童生徒の教育に一層専念できるようにすることをねらいとして策定

するものである。 

第２期射水市教育振興基本計画で掲げる「豊かな人間性と創造性を備えた、たくま

しい人材の育成、射水市を担い、様々な分野で活躍できる人づくり」という基本理念

の実現には、教育職員の心身の健康を保ちつつ、「働きやすさ」と「働きがい」を両

立させ、一人一人がもつ能力をより発揮できる環境の整備が不可欠である。 

本計画が目指す姿は、単に教育職員の労働時間を削減するだけではなく、業務の精

選と効率化を図りながら、教育職員の「限られた時間の中で最大限の成果を出す」と

いう意識を醸成し、本来担うべき業務に注力できるようにすることにある。児童生徒

と向き合う時間や授業改善の時間に集中することは、学校の活力をさらに向上させる

ことにつながると考える。 

射水市教育委員会は、本計画を学校と連携して推進し、保護者・地域の理解と協力

を得ながら、射水市の未来を担う児童生徒のさらなる成長を目指す。また、取組状況

や課題について検証し、必要に応じて計画の見直しを行いながら、より効果的な計画

となるよう進める。 

 

(2)　本市の現状 

本市では、令和２年４月１日に所管に属する学校の県費負担教職員の勤務時間の

上限に関して「射水市立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間に関する規則」

（以下「規則」という）を施行し、県費負担教職員の在校等時間の管理及びその時

間の縮減に取り組んできた。 

射水市では、これまでも月２回以上のチャレンジ・デー（19 時までに全教育職員

が退勤する日）や月１回以上のチャージ・デー（５時間目終了後に児童生徒下校）

を各校が設定し取り組んできた。また、タッチパネルによる出退勤時刻の打刻によ

り、勤務状況の客観的把握に努めるとともに、管理職による個別の声かけなどにも

取り組んできた。中学校では、学校部活動を教育職員の勤務時間内に行うとともに、

休日の活動については、地域展開を令和４年度から段階的に進め、令和７年度末を

もって全ての学校の休日の学校部活動の地域展開が完了した。こういった取組の成

果として、令和４年度には小学校では年間で 479 時間だった時間外在校等時間が 441
時間となり 38 時間の減、中学校では年間で 526 時間だった時間外在校等時間が 423
時間となり 103 時間の減となった。 

こうした取組の結果、本市における教育職員の時間外在校等時間の状況について、 

令和６年度は以下のとおりである。 

 年平均（月当たり） 月 45 時間を上回る割合 月 80 時間を上回る割合

小学校 36 時間 46 分 31.7 ％ 1.9 ％

中学校 35 時間 18 分 26.7 ％ 4.0 ％

年平均（月当たり）では規則で示した各月上限の 45 時間より小中学校共に８～９

時間ほど少ない。しかし、年間の合計では、小学校で 441 時間、中学校で 423 時間
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と規則で上限として示している年 360 時間を小学校で 81 時間、中学校で 63 時間上

回っており、国が目標としている月当たり 30 時間を小学校は約７時間、中学校は約

５時間多い状況である。 

こうしたことを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特

別措置法第８条に基づき本計画を策定するものである。 

 

２　目標 

本計画において達成を目指す目標は以下のとおり。 

(1)　時間外在校等時間に関する目標 

・１箇月時間外在校等時間が 45 時間以下の割合を 100 ％にする。 

・１年間における時間外在校等時間の平均時間を 360 時間以下にする。 

 

(2)　ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標【令和 6 年度の数値】 

・年間の年次有給休暇の平均取得日数を 15 日以上にする。【14.6 日】 

・ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を 10 ％以下にする。【7.7 ％】 

・ストレスチェックにおける「仕事や生活の満足度」の５段階評価の５と４の割合

を 50%以上にする。【37.7%】 

 

３　計画の期間 

令和８年度～令和 11 年度 

 

４　実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

本市では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。 

(1)　「業務の３分類 」を踏まえた業務の見直し ※

※「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育

委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針

（令和７年文部科学省告示第 114 号）」第２章第３節に記載のある「学校又は教師

の業務の３分類」のこと 

ア　学校以外が担うべき業務 

◆学校集金の徴収・管理 

・学校集金の徴収システムについて調査・研究をする。 

◆地域学校協働活動の関係者間の連絡調整等 

・児童生徒の地域行事等への参加に伴う連絡調整について、学校支援コーディネー

ターや放課後支援コーディネーター等が中心となって行う。 

◆保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応 

・首長部局とも連携して直接苦情等に対応する相談窓口を教育委員会内に設置する

ことを検討し、教育委員会等の行政機関の責任において当該苦情等に対応できる

体制を構築する。 

イ　教師以外が積極的に参画すべき業務 

◆ ICT 機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理及び授業における活用支援 

・教育委員会が中心となって行いつつ、民間事業者への委託や ICT 支援員の活用
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を今後も推進し、教育職員の負担を軽減するとともに校務改善を図る。 

◆学校プールの管理 

・学校プールについては、段階的に民間プール施設の活用等を進め、学校プールの

管理業務の負担軽減を図る。 

◆児童生徒の休み時間における安全への配慮 

・休み時間の時間帯の特徴に応じた安全点検等の措置を予め行った上で、学級担任

等の特定教師のみが対応するのではなく、学校支援ネットワーク等の支援を得つ

つ、学校の職員等の輪番等を促進することで負担を軽減する。 

◆学校部活動 

・令和 10 年度から平日の学校部活動の地域展開を実施し、令和 13 年度末までに全

ての学校部活動を廃止する。 

ウ　教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務 

◆授業準備、学習評価や成績処理 

・教材等の印刷や物品等の準備その他の補助的業務については、スクール・サポー

ト・スタッフ等の支援スタッフが中心となって行うことができるよう、引き続き

体制の整備にあたる。 

・自動採点システムを活用し、採点作業や成績処理等に係る負担を軽減する。引き

続き、学習及び校務での DX 化の推進に努める。 

◆学校行事の準備 

・学校行事に係る物品の準備等の業務について、教師と事務職員及びスクール・サ

ポート・スタッフとの協働を引き続き促進する。 

 

(2)　学校における措置の推進 

学校においては以下の措置を推進し、教育職員が担う業務の適正化を図る。 

ア　各学校の教育課程における年間総授業時数や週当たりの授業時数については、

年度当初の計画段階で真に必要な時数となるよう設定する。特に、標準授業時数

を大幅に上回って（小４以上は年間で 1086 単位時間以上）編成されている場合に

は、指導体制を見直す。 

イ　当初のねらいが形骸化し十分な効果が見込めない活動や清掃時間の見直し、放

課後の活動時間の勤務時間内での設定など、日課表の工夫を行う。 

ウ　デジタル技術の活用により、配付書類や教育職員間の連絡等の校務を効率化し、

「GIGA スクール構想の下での校務 DX チェックリスト」（学校向け）に基づいた

自己点検の達成状況について 100%を目指し改善を進めていく。 

エ　学校は、市が設定した下記の時間帯以外は留守番電話を設定する。 

（午前７時 40 分～午後５時 30 分） 

オ　各学校が決めた児童・生徒玄関の開錠時刻を保護者に周知し、開錠時刻以降に

登校するよう呼びかける。 

カ　緊急時を除いては、学校同士や市教育委員会と学校等、勤務時間外は業務連絡

及び会議等を行わない。 

キ　学校運営協議会において、学校としての教育職員に関する業務管理・健康確保

措置に関する取組を説明し、保護者や地域の自治会等に対しても周知・理解を推

進する。 
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(3)　教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定を遵守すると

ともに、以下の内容に取り組む。 

ア　１箇月時間外在校等時間が 80 時間を超えるなど、疲労の蓄積が疑われたり、ス

トレスチェックにより高ストレスが認められた教育職員には、医師や臨床心理士

による相談を受けるよう勧奨する。 

イ　心身の健康問題についての相談窓口について周知する。 

ウ　年次有給休暇においては、まとまった日数の連続取得を促進する。 

エ　定時退勤となる日を月２回以上実施することを推進する。 

オ　夏季休業中に連続した休みをとることができるように、学校閉庁日を定める。 

 

５　関連する取組、今後のフォローアップについて 

(1)　教育委員会においては、取組の着実な実行を図るため、市内各学校の教育職員の

在校等時間の状況について把握し、時間外在校等時間の状況を毎月各校の校長に伝

える。また、毎年度、射水市の HP で公表するとともに、定例教育委員会及び総合

 教育会議において報告する。

(2)　学校での児童生徒等の支援にあたる医療・福祉に関する人材については、関係部

局・関係機関等と連携・協力し確保する。 

(3)　時間外在校等時間に係る目標の達成状況については、本市で導入している出退勤

管理システムで把握し、その他の目標については、本市で導入しているストレスチ

 ェックの結果から把握する。

(4)　教育委員会において、各学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題が見

られるときは、当該学校に聞き取り・指導等を実施する。特に、時間外在校等時間

が長時間となっている教育職員が所属する学校や、業務の持ち帰りや休憩時間の確

保が課題となっている学校に対しては、速やかに状況が改善されることを目指し、

 当該学校に対する個別の支援・指導を実施する。

(5)　デジタル技術の活用により、学校における校務を効率化し、「GIGA スクール構想

の下での校務 DX チェックリスト」（設置者向け）に基づいた自己点検の達成状況に

ついて 100%を目指し、改善を進めていく。 

(6)　１学期の始業式までの課業日を最低でも５日間とり、新学期の準備を十分に行う

時間を確保し、ゆとりをもって児童生徒へ接することができるようにする。 

(7)　各学校における働き方改革の取組が進むよう、様々な機会を捉え本計画の周知を

行うとともに、管理職向けにマネジメント等に関する研修を充実させるなど、教育

委員会からの支援を強化する。各学校においては、校長をはじめとした管理職のリ

ーダーシップのもと、学校運営協議会における協議等も踏まえつつ、本計画に基づ

 き、教育職員の働き方改革に向けた取組を実施する。

(8)　保護者、地域の理解を促進するため、首長部局と連携し、保護者や地域の各自治

会等に対して、本市における「業務の３分類」をはじめとする業務量管理・健康確

保措置の内容について周知を図るとともに、具体の項目について協力を得られるよ

うに取り組む。 



下村小学校の今後の在り方に関するアンケート調査について 

 

学校教育課 

 

１　下村小学校の現状 

現在、下村小学校は児童数５０人であるが、６年後（令和１３年度）には 

３６人となる見込みである。また、令和６年度から複式学級（２年生と３年生）

が開始され、令和８年度には複式学級が２学級（２年生と３年生、４年生と５

年生）となる見込みである。 

　　 

２　アンケートの実施目的 

　　射水市学校の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき、複式学級が

続くと見込まれる下村小学校のこれからの教育の在り方を考える参考とする

ため保護者に対してアンケートを実施するもの。 

 

３　アンケートについて 

　（対象者） 

　・下村小学校の児童及び下村小学校区の未就学児の保護者 

　・下村小学校区以外にお住いの下村保育園園児の保護者 

　（実施期間） 

　・令和７年１０月６日（月）～１０月２４日（金） 

　（回答方法） 

　・二次元コードにより回答 

 

４　アンケート結果 

　　別紙のとおり 

 

５　その他 

　・R8.1.14　　 下村小学校学校運営協議会臨時会にて、アンケート結果報告 

　・R8.1.23　　 下村地域振興会長に、アンケート結果報告 

　・R8.2　　　　保護者を対象に今後の在り方に関する説明会（案）を開催 

　・令和 8年度　下村小学校の在り方検討協議会（案）設立　　　

i099026
テキストボックス
資料５




下村地区の未就学児と下村小学校児童の保護者

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計
人数 24 8 7 8 7 9 7 70
配布数 40 9 7 8 7 9 10 90
回収率 60% 89% 100% 100% 100% 100% 70% 78%

①学習について
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

満足 4 1 2 5 2 2 16 35%
やや満足 2 3 4 2 3 2 16 35%
やや不満 1 3 1 0 4 3 12 26%
不満 1 0 1 0 0 0 2 4%

8 7 8 7 9 7 46 100%

②生活について
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

満足 4 2 1 6 2 1 16 35%
やや満足 2 3 5 1 3 3 17 37%
やや不満 1 2 1 0 4 3 11 24%
不満 1 0 1 0 0 0 2 4%

8 7 8 7 9 7 46 100%

１ 小学生以下のお子様についてお聞きします。

２ 小学生の保護者にお聞きします。
  お子様が現在通学している下村小学校について、あなたの考えに近い選択肢を各項目ごとに１つ選んでください。

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

満足

やや満足

やや不満

不満

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

満足

やや満足

やや不満

不満

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

70%

72%
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③学校運営について
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

満足 4 2 1 5 1 1 14 30%
やや満足 1 3 6 2 5 3 20 43%
やや不満 2 1 1 0 3 3 10 22%
不満 1 1 0 0 0 0 2 4%

8 7 8 7 9 7 46 100%

④地域・ＰＴＡ活動について
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

満足 3 1 0 3 1 0 8 17%
やや満足 3 4 4 4 5 3 23 50%
やや不満 1 2 3 0 2 3 11 24%
不満 1 0 1 0 1 1 4 9%

8 7 8 7 9 7 46 100%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

満足

やや満足

やや不満

不満

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

満足

やや満足

やや不満

不満

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

　全ての項目について、保護者は概ね満足していることが分かった。ただし、現在の下村小学校に満足はしているが、自由意見か

らは、下村小学校の今後の在り方について検討が必要とする声があることも分かった。

　また、児童に直接的に関わる「学習」「生活」「学校運営」の満足度が高い傾向にあることや、全ての項目において、満足度が

低い層が一定数いることが分かった。

73%

67%
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①（学習）個に応じたきめ細やかな指導ができる。【小規模】
未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

求める 13 6 4 5 6 6 3 43 61%
やや求める 9 2 3 2 1 3 4 24 34%
やや求めない 2 0 0 1 0 0 0 3 4%
求めない 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

②（学習）多様な考え方に触れる機会や子ども同士が切磋琢磨する機会が多い。【適正規模】
未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

求める 18 5 4 7 4 6 5 49 70%
やや求める 5 2 1 1 1 3 2 15 21%
やや求めない 1 1 1 0 1 0 0 4 6%
求めない 0 0 1 0 1 0 0 2 3%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

③（生活）人間関係、異学年交流が深まりやすい。【小規模】
未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

求める 15 6 3 5 6 3 4 42 60%
やや求める 7 1 3 2 1 5 3 22 31%
やや求めない 2 1 1 1 0 1 0 6 9%
求めない 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

３ みなさんにお聞きします。
  どのような学校にお子様を通わせたいですか。学校生活に求めるものについて、あなたの考え方に近い選択肢を各項目ごとに
 １つ選んでください。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

求める

やや求める

やや求めない

求めない

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

求める

やや求める

やや求めない

求めない

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

求める

やや求める

やや求めない

求めない

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

95%

91%

91%
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④（生活）クラス替えができ、固定化されない人間関係の構築や多様な集団が形成される。【適正規模】
未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

求める 11 2 4 5 2 2 4 30 43%
やや求める 10 4 1 3 0 5 2 25 36%
やや求めない 2 2 0 0 3 2 1 10 14%
求めない 1 0 2 0 2 0 0 5 7%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

⑤（学校運営）学校一体となった活動や教師と児童との協同体制が取りやすい。【小規模】
未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

求める 12 6 4 6 5 3 2 38 54%
やや求める 8 1 3 1 2 6 5 26 37%
やや求めない 4 1 0 1 0 0 0 6 9%
求めない 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

⑥（学校運営）経験年数、専門性、男女比等バランスのとれた教職員配置により学校運営ができる。【適正規模】
未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

求める 11 3 4 6 3 4 3 34 49%
やや求める 9 2 1 2 0 3 2 19 27%
やや求めない 4 2 1 0 2 2 2 13 19%
求めない 0 1 1 0 2 0 0 4 6%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

求める

やや求める

やや求めない

求めない

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

求める

やや求める

やや求めない

求めない

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

求める

やや求める

やや求めない

求めない

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

79%

91%

76%
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⑦（地域・PTA）地域と保護者との連携が図りやすい。【小規模】
未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

求める 12 3 3 5 4 0 0 27 39%
やや求める 10 4 4 3 3 7 5 36 51%
やや求めない 2 1 0 0 0 2 2 7 10%
求めない 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

⑧（地域・PTA）地域と保護者の一人あたりの負担が少ない。【適正規模】
未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

求める 17 3 5 6 2 5 5 43 61%
やや求める 5 4 0 2 2 4 1 18 26%
やや求めない 1 1 1 0 2 0 1 6 9%
求めない 1 0 1 0 1 0 0 3 4%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

求める

やや求める

やや求めない

求めない

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

求める

やや求める

やや求めない

求めない

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

90%

87%

　全ての設問において「求める」「やや求める」が高い回答率となり、一般的に言われる「小規模校」「適正規模校」双方の特性を

求める傾向があることが分かった。適正規模校の設問で、「求めない」を選択した方の自由意見には、下村小学校の存続を強く求め

る傾向があった。
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未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計
理解できる 12 2 4 4 1 5 4 32 46%
どちらかというと理解できる 10 4 2 3 4 2 3 28 40%
どちらかというと理解できない 0 0 0 0 0 2 0 2 3%
理解できない 2 2 1 1 2 0 0 8 11%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計
１０人未満 2 0 0 0 1 0 0 3 4%
１０人以上２０人未満 15 6 4 5 4 4 5 43 61%
２０人以上３０人未満 5 1 3 3 2 5 2 21 30%
３０人以上 2 1 0 0 0 0 0 3 4%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計
１クラス 11 3 2 2 3 1 1 23 33%
２～３クラス 12 5 5 6 4 8 6 46 66%
４クラス以上 1 0 0 0 0 0 0 1 1%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

４ みなさんにお聞きします。
  本市教育委員会は、児童には集団の中で、多様な考え方に触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて、思考力や
 表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが大切だと考えています。そのためには、
 学校の適正規模を１２学級から１８学級（１学年２～３クラス）が望ましいとしています。
  この学校の適正規模の考え方について、あなたの考えに近い選択肢を１つ選んでください。

５ みなさんにお聞きします。
  １クラスあたりの児童数は何人くらいが良いと思いますか。あなたの考えに近い選択肢を１つ選んでください。

６ みなさんにお聞きします。
  １学年あたり何クラスくらいが良いと思いますか。あなたの考えに近い選択肢をを１つ選んでください。

0% 10% 20% 30% 40% 50%

理解できる

どちらかというと理解できる

どちらかというと理解できない

理解できない

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

１０人未満

１０人以上２０人未満

２０人以上３０人未満

３０人以上

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

１クラス

２～３クラス

４クラス以上

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

「理解できる」「どちらかというと理解でき

る」が８６％。「理解できない」を選択した方

の自由意見には、統合等による地域の衰退を懸

念した声があった。

「１０人以上２０人未満」が６１％。

現状より多い人数を望んでいる。

「２～３クラス」が６６％。

クラス替えが出来る規模を望んでいる。

86%
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未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計

人数が増えて、発表や活動の機会が少なく
なること

2 0 0 0 0 0 0 2

人数が増えて、先生の目が行き届きにくく
なること

9 6 3 4 4 4 3 33

人数が増えて、教室になじめるかどうかと
いうこと

7 1 2 0 2 2 3 17

人数が植えて、友達との関係性が築けるか
どうかということ

7 2 3 3 3 3 4 25

通学路が変わって、距離や通学時間が増え
ること

14 2 3 4 2 3 3 31

通学路が変わって、バス通学など通学手段
が変わること

5 1 0 1 0 2 1 10

学校が変わって、学校になじめるかどうか
ということ

4 3 2 6 2 2 5 24

異学年交流が少なくなること 0 0 0 0 1 0 0 1

地域が衰退する可能性があること 5 3 2 1 4 3 0 18

地域の方との交流が少なくなること 1 0 1 1 2 0 1 6

放課後の居場所が変わること 9 6 3 3 1 4 2 28

不安なことはない 2 0 0 0 0 1 0 3

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計
すぐに必要 14 2 3 4 0 6 2 31 44%
将来的に必要 9 5 4 4 5 3 5 35 50%
必要ない 1 0 0 0 1 0 0 2 3%
分からない 0 1 0 0 1 0 0 2 3%

24 8 7 8 7 9 7 70 100%

７ みなさんにお聞きします。
  「学校統合」という言葉を聞いて、特に不安に思うのはどのようなことですか。
  あなたの考えに近い選択肢を３つまで選んでください。

８ みなさんにお聞きします。
  今後の下村小学校の在り方について検討が必要だと思いますか。あなたの考えに近い選択肢を１つ選んでください。

その他
・進学する中学校が変わってしまうこと
・災害時に海の近くに居させたくない。統合によって人災になる。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

すぐに必要

将来的に必要

必要ない

分からない

未就学児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

「すぐに必要」「将来的に必要」が９４％。

特に未就学児から「すぐに必要」との回答及

び自由意見が多く、児童数減少に伴う不安や

今後の小学校の在り方への関心の高さが見ら

れた。

94%
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９ みなさんにお聞きします。

  今後の下村小学校の在り方について、ご自由な意見をお聞かせください。

小規模特認校
・少人数でも多様な考えを持ち、しっかりと切磋琢磨し、研鑽しており、デメリットの内容に当てはまらない。
・小規模校を選択できる時代であってほしい。小規模でしかできない貴重な体験ができる。廃校は地域を衰退させる。
・小規模校の良さを実感している。地域に一番近い学校は、子どものことを一番に考えた柔軟なものであってほしい。
・統合ありきではなく、地域の活性化を検討すべき。小規模校が合っている子どももいる。負担を押し付けないでほしい。
・下村小学校を存続してほしい。地域行事の衰退が懸念される。
・複式学級が不安であるが、現在の下村小学校のスタイルはモデル校となる。
・子ども達や教員の意見を聞いてほしい。

統合
・子どもたちの未来を考え、早急に統合してほしい。子育て世代の声を聞いてほしい。
・今まで統合の話が出てこなかったことが不満。子育て世代に全く耳を傾けてくれなかった。
・統合は必要だが、地区によって通わせたい学校が違う。統合の場合は、必ず選択制にすること。
・小規模特認校でも人が集まるか分からない。
・１学年１クラスを維持できないのであれば統合がよい。幅広い人との関りによって自我が育つ。
・大規模校でしかできない経験（運動会や合唱、立山登山等）をさせることができない。小学校では色々な経験が必要。
・小規模校の場合、メンバーが変わらず自分の意見を言えない風潮もある。
・小規模小学校から大規模中学校への進学が不安。

その他
・現状維持は論外。早急に方針を決めてほしい。
・人数が少ないためPTAの負担が大きい。
・公職だけではなく、もっと子育て中の親に意見を聞くべき。
・複式学級にメリットはなく、学習・生活面においても不安。早急に対応すべき。
・アンケート結果を当事者に公表してほしい。会合があれば、参加したい。
・下村小学校は避難場所になっているが、どうなるか。
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下村保育園園児の保護者（下地区以外） アンケート配布（園児数） 42名 回収 29名

回収率 69%

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計
人数 5 4 4 7 4 5 29

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計
東明小学校 3 0 2 3 1 5 14 48%
小杉小学校 2 1 2 3 2 0 10 34%
下村小学校 0 1 0 0 0 0 1 3%

その他 0
作道小
堀岡小

0
市外か
支援学校

作道小 0 4 14%

29

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計
「下村小学校」に進学したい。 2 1 3 1 1 0 8 28%
問２で選んだ小学校に進学したい。 3 3 1 5 3 5 20 69%
その他の小学校に進学したい。 0 0 0 1 0 0 1 3%

29
「下村小学校」に進学したい。内訳

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計
東明小→下村小 1 0 1 0 0 0 2
小杉小→下村小 1 0 2 1 1 0 5
下村小→下村小 0 1 0 0 0 0 1

１ 未就学児のお子様についてお聞きします。

２ 進学予定の小学校を各項目から１つ選んでください。

３ 仮に進学先の小学校を選べることとなった場合、希望する進学先を各項目から１つ選んでください。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

東明小学校

小杉小学校

下村小学校

その他

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

0% 20% 40% 60% 80%

「下村小学校」に進学したい。

 問２で選んだ小学校に進学したい。

 その他の小学校に進学したい。

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

進学予定先の小学校は、東明小学

校１４人（４８％）に次いで、小

杉小学校１０人（３４％）と、下

村校区に隣接する小学校が多い。

「下村小学校に進学したい」が

８人（２８％）と一定数いるが、

自由意見から通学手段の確保が

条件となる。
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０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

下村保育園の友達と同じ小学校に行
きたいから。

2 1 2 1 1 0 7

教員の目が子どもに届きやすい規模
の学校だから。

1 0 2 1 1 0 5

人間関係や学年交流が深まりやすい
から。

1 1 1 1 1 0 5

学校一体となった活動や教師と児童
との協同体制が取りやすいから。

0 0 0 0 0 0 0

地域や保護者との連携がとりやすい
から。

0 0 0 0 0 0 0

その他

４ 問３で「下村小学校に進学したい」を選んだ方にお聞きします。
  進学先に「下村小学校」を希望する理由を各項目から３つまで選んでください。

・所縁ある地域での成長を望むから

５ 今後の下村小学校の在り方について、ご自由な意見をお聞かせください。

小規模特認校
・小規模特認校の制度を実施し、児童数の維持向上を図ってほしい。特色ある学びが行えることを重視してほしい。
・複式学級になっても家から近い小学校がよい。
・他校区から通学できるようバス通学とすればよい。
・通学が便利になれば、下村小学校に通わせたい。

統合
・距離が短い東明小学校との合併がよい。
・津波からの避難を考えて小杉小学校がよい。
・進学先を選択できるようにしてほしい。

その他
・廃校になったら、まわりの保育園や図書館、児童館がなくなるのではないかと不安。
・調整区域の解除を含めて地域の人口を増やす方策も進めてほしい。
・少人数により教育活動の幅が狭まるのではないかと懸念している。
・校区外から通うことになると送迎が不安。
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県内小学校の状況について 

１　県内小学校の状況について 

２　県内過小規模校の状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　県内小規模特認校の状況について 

 
小学校数

過小規模校 

５学級以下

小規模校 

6～11 学級

適正規模校 

12～18 学級

大規模校 

19～30 学級

過大規模校 

31 学級以上

 １６８校 １７校 ８７校 ４５校 １８校 １校
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12日(木) 17日(火) 19日(木) 7日(火) 9日(木) 10日(金)

中学校 小学校 幼稚園 幼稚園 小学校 中学校

教育委員 眞岸　潤子 大門中 歌の森小 大島小 新湊中

教育委員 宮原三千代 新湊南部中 大島小 金山小 小杉中

教育委員 成田　廣昭 射北中 塚原小 新湊放生津小 大門中

教育委員 二川由利子 小杉小 大門小

教 育 長 金谷　　真 小杉中 議会 中太閤山小 小杉南中

事務局長 作道　賢次 新湊中 議会 小杉小 射北中

事務局次長 小谷内　寿信 小杉南中 議会 歌の森小 新湊南部中

課　　長 佐藤　昌宏 議会 作道小

課長補佐 川渕　京子 金山小

副 主 幹 中林　雅史

係　　長 鷲塚　淳子 片口小 堀岡小

主    査 稲田　壮一 大門小 東明小

指導主事 高畠　佳江 下村小 大門わかば 塚原小

特別支援教育指導員 畑井　綾乃 東明小 七美幼 大門わかば

次長・課長 星野　泰志 議会 片口小

課長補佐 金三津英則 中太閤山小

係　　長 北村　美穂子

係　　長 明神　亜希子 作道小

図書館 館　　長 紺野　純平

所　　長 廉　　渉 新湊放生津小 下村小

指導主事 新川　拓生 堀岡小 太閤山小

指導主事 櫻野　栄子 太閤山小

令和8年2月9日

令和７年度卒業証書授与（卒園）式及び令和８年度入学(園)式

参　　列　　者
射水市教育委員会

卒業証書授与（卒園）式 入学(園)式

３月 ４月所
　
属

役　職 氏　名

生
涯
学
習

ス
ポ
ー
ツ
課

市
教
セ

教
育
委
員
会

学
校
教
育
課
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海竜スポーツランドの整備に関するサウンディング型市場調査の 
結果について 

 

  海竜スポーツランドは、施設の供用開始から約 27年が経過し、近年では雨漏りや設 

備の不具合など老朽化が著しく大きな修繕が多発するなど、安全性の確保と持続可能な
施設運営の観点から、早期の整備が必要な状況にある。 

このことから、整備にあたり、民間事業者のノウハウを生かした公民連携手法による
市民サービスの向上と、効率的・効果的な施設運営に資する提案をいただくことを目的
にサウンディング型市場調査を実施した。 

 

１ 実施経過 

日  程 内  容 

令和 7年 11月 4日 実施要領の公表、募集開始 

令和 7年 11月 25日 参加申込・エントリーシート提出締め切り 

令和 7年 11月 27日 現地説明会の実施 

令和 7年 12月 22日 
 ～令和 8年 1月 16日 

サウンディング型市場調査の実施（対面、WEB） 

２ 実施結果 

（１）参加事業者  15事業者（建設事業者、施設運営事業者等） 

 
（２）事業化に向けた主な内容・意見 

整備の方向性 

（大規模、新築） 

・新築が望ましい。 

・現在の利用者を維持しながら、施設休止期間を設けずに整備が

可能となる。 

・新築の方が大規模改修に比べて、ライフサイクルコストが抑え

られる。 

整備場所 

（移転の場合） 

・フットボールセンター東側用地が最適である。 

・フットボールセンターとの相互利用が可能となり、サービス向

上・利用者増が期待できる。 

・スポーツ施設の集約により、維持管理の効率化が可能となる。 

・フットボールセンターとの一括管理も可能となり、維持管理費

の削減に繋がる。 

施設運営 

（機能・条件・費用

等） 

 

 

 

・フットボールセンターや近隣パークゴルフ場との連携を図り、

エリアの活性化の可能性は十分にある。 

・多目的にも利用可能な会議室を整備することで、フットボール

センターへの合宿利用者の利用サービス向上や、自主事業の幅

が広がる。 

教育委員会事務局生涯学習・スポーツ課 資料 

3 月定例会 総務文教常任委員会 

令和 8 年 3 月 10 日 
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・学校の水泳授業を公共プールの運営事業者に委託するケースが

全国的にも増えてきている。 

・安定的かつ持続可能な維持管理・運営を行うために、運営事業

の実施期間として最低でも 10年は必要との意見が多数。 

・公共プール施設において、独立採算は難しい。 

・運営については、新たな自主事業の導入や運営体制の見直しに

より、運営費を削減することができ、フットボールセンターと

の一括管理ができれば、人員の削減や経費の縮減を図ることが

できるとの意見が多数。 

民間参入の可能性 ・「DBO方式」（※1）が最多、他「PFI（※2）BTO方式」（※3）、リ

ース方式（※4） 

・公共性を確保しつつ、設計・建設・運営を一体的に行う方式が適

しているとの意見が多数。 

・DBO方式や BTO方式は設計・建設・運営まで民間事業者が一括で

担うため民間ノウハウを効果的に発揮できる。 

・DBO方式や PFI（BTO方式）での整備は、経費削減の効果が期待

できる。 

・プールを新築する場合、高度な専門知識が必要になるため、 

 コンサルタントが必要である。 

（※1 Design-Build-Operate） 

DBO方式：行政が国の交付金や公債等を活用し、施設建設資金を低金利で調達し、施設の設計・建設・運営 

を一括で選定する手法。 

（※2 Private Finance Initiative） 

PFI：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 

（※3 Build-Transfer-Operate） 

BTO方式：民間事業者が資金調達を行い、施設の設計・建設・運営を行う。施設完成後に公共へ所有権を移

転したうえで、引き続き運営を行う手法。 

（※4）リース方式：民間事業者自らが資金調達を行い、設計・建設・維持管理業務を一体的に行うリース契

約により、施設を市に一定期間リースする。 

  

３ 今後の方針 

施設の老朽度からも早期に方向性を決定する必要があることから、今回のサウンディング
調査を参考にしつつ民間活力を念頭に置きながら、ベイエリアの賑わい創出並びに市民が利
用しやすい施設となるよう引き続き整備の在り方について検討を進めていく。 



    いいとこ、いいもの、ギュギュッと！いみず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R8.2.5（木） 

教育委員会生涯学習・スポーツ課 

℡ 0766-51－6637

資料 第３回地域おこし協力隊フェスティバル 

アランマーレ富山パブリックビューイングの開催について

昨年度より開催している地域おこし協力隊フェスティバルの第３弾として、本市を

拠点に活動する女子ハンドボールチーム「アランマーレ富山」のパブリックビューイ

ングを実施し、いみずの魅力を応援の力に変え、「アランマーレ富山」へエールを送

ります。 

令 和 ８ 年 ２ 月 

市長定例記者会見

１　イベント概要 

（１）日程：令和８年２月２１日（土）10:00～14:30 

① 雷鳥地域おこしお笑いステージ　11:00～12:00 

② アランマーレ富山パブリックビューイング　12:30～14:00 

③ 射水の魅力満載ブース　10:00～14:30 

（２）会場：アイザック小杉文化ホール　ラポール（戸破 1500 番地） 

まどかホール/アトリウム/研修室２ 

（３）内容 

① 雷鳥のみんなで笑っちゃいまショー  

　 　　    射水市出身･在住のお笑いコンビ「雷鳥」によるいみずの魅力いっぱい！  

　 　　    笑いありプレゼントありのステージ。みんなで楽しむ１時間。  

② アランマーレ富山パブリックビューイング  

    MC：射水ケーブルネットワークアナウンサー 木村 夏樹 さん  

　　    　 ●試合前解説  

              スポーツ推進コーディネーターによるチーム・注目選手の紹介、ハンドボールの

ルール説明など初めてでも楽しめる解説を行います。  

●試合 ※13時試合開始  

　            対戦相手：ザ・テラスホテルズラティーダ琉球 

試合会場：沖縄県立武道館アリーナ（沖縄県）  

●ハーフタイム抽選会  

　　　　　    アランマーレ富山の選手のサイン入りグッズなどが当たる抽選会。 

●射水ケーブルネットワーク株式会社との実証事業 

光るバングルで応援します！ 

③ いみずの魅力満載ブース  

いみずの魅力満載の美味しい食べ物や楽しいブースを隊員がプロデュースします。  

　　　 

２　イベントに参加する地域おこし協力隊　　 

　　・スポーツ推進コーディネーター　小林　雄大（こばやし　ゆうだい）さん 

　　・公共交通コーディネーター　朽木　亮介（くちき　りょうすけ）さん 

　　・まちづくりコーディネーター　荒城　達也（あらき　たつや）さん 

　　・移住コーディネーター　池田　幸哉（いけだ　こうや）さん 

　　・国際交流コーディネーター　王　義君（わん　いーじゅん）さん 

　　・まちづくりコーディネーター　石井　綾（いしい　あや）さん 

NEW! 
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日 曜 時間 主務・関連課
教育委
員出席

1 日

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土 10:00 生涯学習・スポーツ課

8 日

9 月

10 火

11 水

12 木 学校教育課 〇

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火 学校教育課 〇

18 水

19 木 学校教育課

19 木 8:15 学校教育課

20 金

21 土 14:00 生涯学習・スポーツ課

22 日 14:00 生涯学習・スポーツ課

23 月

24 火 学校教育課

25 水 14:00 学校教育課 〇

26 木

27 金

28 土 15:00 生涯学習・スポーツ課

29 日 14:00 生涯学習・スポーツ課

30 月

31 火

至 場所 自 至 場所

4/19 新湊博物館 3/6 3/19 中央図書館

3/29 小杉展示館 3/20 3/31 中央図書館

3/19 新湊図書館

令　和　８　年　３　月　の　主　な　行　事　予　定

場　　所 行　　事　　予　　定

アルビス大島店 第５回いみず親学びスクール

市内中学校 卒業式

市内小学校 卒業式

市内幼稚園 卒園式

会議室401 小中学校長会

ありそドーム アクアフェアリーズ市町村デー「射水市Day」

ありそドーム アクアフェアリーズ市町村デー「射水市Day」

市内小中学校 修了式

会議室304 定例教育委員会

富山県西部体育センター 富山グラウジーズ市町村デー「射水市民デー」

富山県西部体育センター 富山グラウジーズ市町村デー「射水市民デー」

展示等

自 展示名 展示名

2/20 企画展「日本人の心と妖怪」
「こころのリフレッシュ」展
～自殺対策強化月間　本でこころとからだをリフレッシュ～

3/20 ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台」展
「射水市まちづくり関係団体活動」展
～市民ギャラリー

3/6
「レトロなもの」【一般書】
「おひなさま・友だちっていいねの本」【児童書】

i099026
テキストボックス
資料１０




日 曜 時間 主務・関連課
教育委
員出席

1 水

2 木

3 金

4 土 11:00 生涯学習・スポーツ課

5 日 10:00 生涯学習・スポーツ課

6 月

7 火 学校教育課

8 水 学校教育課

9 木 学校教育課 〇

10 金 学校教育課 〇

11 土 15:30 生涯学習・スポーツ課 教育長

12 日

13 月

14 火

15 水 9：00 学校教育課 教育長

16 木 19：00 生涯学習・スポーツ課 教育長

16 木 学校教育課 教育長

17 金 学校教育課 教育長

18 土

19 日 6：30 生涯学習・スポーツ課

19 日 9：00 生涯学習・スポーツ課 〇

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

至 場所 自 至 場所

4/19 新湊博物館

令　和　８　年　４　月　の　主　な　行　事　予　定

場　　所 行　　事　　予　　定

射水市埋蔵文化財センター 下条川桜まつり　同時開催　射水市埋蔵文化財センター桜まつり

射水市埋蔵文化財センター 下条川桜まつり　同時開催　射水市埋蔵文化財センター桜まつり

市内幼稚園 幼稚園入園式

市内小中学校 第1学期始業式

市内小学校 小学校入学式

市内中学校 中学校入学式

クロスベイ新湊 放生津八幡宮祭の曳山・築山行事ユネスコ無形文化遺産登録記念祝賀曳山巡業

会議室401 小中学校長会

会議室302～304 射水市スポーツ推進委員協議会　総会・委嘱状交付式

石川県金沢市 東海北陸都市教育長協議会総会

石川県金沢市 東海北陸都市教育長協議会視察研修

氷見市～朝日町　県内９市町 富山湾岸サイクリング2026

新湊アイシン軽金属スポーツセンター 令和８年度　射水市スポーツフェスタ総合開会式

展示等

自 展示名 展示名

2/20 企画展「日本人の心と妖怪」


